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はじめに 長洲町住宅マスタープランの目的と位置づけ  

１．計画の目的 

住宅マスタープランとは、地域特性に応じた住宅・住環境整備の目標と具体的施策の

展開方針を定めるものである。 

近年は、高齢化、少子化等の社会的変化が更に進展し、かつ住民ニーズ等も多様化し

ていることから、人々の暮らしの基盤となる住宅・住環境においても、現代及び将来的

な需要に対応したものを形成していく必要があり、特に障害者や高齢者等への配慮が重

要である。また、東日本大震災や熊本広域大水害の発生を受け、住宅の防災対策の必要

性がますます高まっている。 

本町は、ＪＲ鹿児島本線が横断し、豊かな自然、豊富な文化財に恵まれた住みよいま

ちである一方で、平成 11 年度より人口が少しずつ減少しており、あわせて高齢化が進行

している状況がみられる。なお、平成 23 年には、「第五次長洲町総合振興計画」が策定

され、今後のまちづくりについての基本的な方向性が示されている。 

このように、本町で多くの人が住みつづけられる環境づくりに向け、本町の自然・歴

史・文化などを保全しつつ、住んでいる人に配慮した住まい、本町の魅力を感じられる

まちを形成することが重要になっている。 

そのためには、今までの町営住宅主体の住宅政策から、民間住宅を含めた町域全部の

住宅に関する住まいづくり、まちづくりの考え方を明確に持つことが必要となる。 

そこで、本町では、町全体の住宅を対象とした今後の住宅政策の指針を明確化させる

ため、「長洲町住宅マスタープラン」を策定し、地域事情に対応した効果的・効率的な住

宅政策を推進する。 

 

２．計画期間 

計画期間は、平成 26 年度（2014）から平成 35年度（2023）までの 10年間とする。 

なお、計画の進捗状況や本町及び住宅を取り巻く社会情勢の変化等を考慮して、中間

年において見直しを検討する。 
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３．計画の位置づけ 

本計画は、「第 5 次長洲町総合振興計画（平成 23 年度～平成 32 年度）」を上位計画と

し、「熊本県住宅マスタープラン（平成 24 年度～平成 32年度）」「長洲町住まいづくり基

本計画（平成 24年 3 月）」などの関連計画との整合を図りながら策定する。 

 

 
 
 
 
 
 

第 5 次長洲町総合振興計画 

長洲町住宅マスタープラン

長洲町営住宅
長寿命化計画

 

住生活基本計画 

（全国計画） 

熊本県住宅 

マスタープラン 

整合  整合

長洲町住まいづくり

基本計画 

等の関連計画 
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第１章 長洲町の現況 

１．長洲町の概要 

（１）沿 革 
長洲町は、古くは有明海に突き出した細

長い洲で、漁業者の目標地あるいは前進基

地として栄えてきた。慶長 12 年、肥後藩

主・加藤清正公、寛文 4 年、肥後藩主・細

川綱利公による干拓事業によって、現在の

広大な水田地帯が形成された。 
現在の長洲町となったのは、昭和 30 年

旧長洲町と清里村の一部が合併、翌昭和

31 年六栄村と腹赤村が合併、長洲町と称

し現在に至っている。 
 

（２）位置と地勢 
長洲町は、熊本県の北部に位置しており、

南西部を有明海に面し、対岸には島原半島

を望み北は荒尾市と隣接し、東部は小岱山

を擁して、南東部を流れる行末川を境に玉

名市と接した面積 19.44km2 の町である。 
 
 

（３）気候 
長洲町は、冬季の北風を小岱山によって遮られ、対馬海流が有明海に流れ込んでいる

ために、年の平均気温は約 16℃と温暖な気候である。冬季の降雪も少ない。 
本町に 寄りの観測所である熊本地方気象台岱明観測所のデータの平均値（1981～

2010）によると、当該地域における年平均の気温は 16.3℃、降水量は 1,783.1 ㎜、平均

風速は 1.4m/s、日照時間は 2,001.9 時間となっている。 
＜気象観測データ（岱明観測所）＞ 

  
 
 
 
 
 

図 1-1 長洲町の沿革 

図 1-2 長洲町の位置 

 

昭和 32年 
に合併 昭和 30年に合併 

昭和 31年に合併 

腹赤村 

六栄村 

旧長洲町 

清里村の一部 
長 

洲 
町 腹栄村 

旧長洲町 

岱　　明 統計期間 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 年

平均 気温
（ ℃ ）

1981～2010 5.2 6.4 9.7 14.8 19.4 23.1 26.9 27.9 24.3 18.4 12.6 7.4 16.3

高 気温
（ ℃ ）

1981～2010 10.3 11.7 15.2 20.7 25.1 27.9 31.4 33.0 29.7 24.5 18.4 12.9 21.7

低 気温
（ ℃ ）

1981～2010 0.5 1.3 4.4 9.2 14.2 19.1 23.5 23.9 20.0 13.2 7.4 2.4 11.6

降 水 量
（ mm ）

1981～2010 56.4 72.6 124.1 133.5 176.5 347.1 315.9 160.4 170.1 78.3 80.0 50.0 1,783.1

平均 風速
（ m/s ）

1981～2010 1.4 1.5 1.6 1.6 1.5 1.5 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.3 1.4

日照 時間
（ 時 間 ）

1986～2010 126.5 142.0 157.4 182.5 185.5 135.7 191.6 222.8 180.1 187.0 148.3 140.8 2,001.9
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（４）交通体系 
◆ 鉄道 

鉄道は、中央部を横断してＪＲ鹿児島本線が走り、町の西側にはＪＲ長洲駅が立地し

ている。 
◆ 路線バス 

路線バスは、産交バス㈱が運行しており、長洲港・ＪＲ長洲駅を経由する長洲玉名線

（荒尾産交～バスセンター～南荒尾駅～長洲港～玉名合同庁舎～新玉名駅）と、長洲港

を発着とする長洲港線（バスセンター～南荒尾駅前～長洲港）の２系統がある。 
◆ 予約型乗合タクシー 

本町の新公共交通システムとして、産交バス㈱が運行していた２系統（健康福祉セン

ター環状線、長洲・荒尾環状線）に代わる予約型乗合タクシー（きんぎょタクシー）を

平成 23 年 10 月から導入している。利用可能範囲は、長洲町内及び長洲町内－荒尾市特

定施設間となっている。 
◆ 海路 

海路は、有明海沿岸の西側の長洲港フェリーターミナルと、有明海を挟んで長崎県雲

仙市の多比良港が、有明フェリーによって結ばれている。 
◆ 道路 

道路は、長洲港付近を境に、北へは荒尾市・福岡県大牟田市へ至る国道３８９号が走

り、東へは玉名市・熊本市へ至る国道５０１号が走っている。また、町内の主な幹線道

路として都市計画道路長洲駅・海岸線や長洲・岱明線の一部区間などの道路網が整備さ

れている。 
＜交通概要図＞ 
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（５）土地利用・都市計画 
本町の土地利用においては、臨海地域の工業地域を中心とした宅地が広がっており、

東に拠点となる中心集落地域を取り囲むように農村地域が広がっている。その中でも田

が占める割合が多く、町全体の 31％を占めており、宅地は 31％となっている。 
また、町東部の中山間地的性格を持つ山林は 6.4％を占めている。 
 
＜土地利用区分別面積＞ 

 

 

面積 割合 面積 割合 面積 割合

（ha） （％） （ha） （％） （ha） （％）

田 42.8 6.4% 557.6 44% 600.4 31%

畑 35.4 5.3% 184.7 14.6% 220.1 11.4%

小　計 78.2 11.7% 742.3 58.5% 820.5 42.4%

5.0 0.8% 118.5 9.3% 123.5 6.4%

12.1 1.8% 42.1 3.3% 54.2 2.8%

28.5 4.3% 62.3 4.9% 90.8 4.7%

123.8 18.6% 965.2 76.1% 1089.0 56.3%

住宅用地 126.7 19% 153.0 12.1% 279.7 14.5%

併用住宅用地 4.1 0.6% 3.1 0.2% 7.2 0.4%

商業用地 12.7 1.9% 4.5 0.4% 17.2 0.9%

工業用地 284.6 42.8% 9.4 0.7% 294.0 15.2%

小　計 428.1 64.3% 170.0 13.4% 598.1 31%

34.8 5.2% 20.3 1.6% 55.1 2.8%

59.5 8.9% 91.2 7.2% 150.7 7.8%

5.1 0.8% 4.8 0.4% 9.9 0.5%

4.9 0.7% 6.3 0.5% 11.2 0.6%

0.0 0% 0.0 0% 0.0 0%

9.4 1.4% 10.4 0.8% 19.8 1%

541.8 81.4% 303.0 23.9% 844.8 43.7%

665.6 100% 1268.2 100% 1933.8 100%

出典：平成23 年度都市計画基礎調査

水面

用途地域 用途地域外 合　計

土地利用区分

山林

合　　　計

計

都
市
的
土
地
利
用

公共公益施設用地

道路用地

交通施設用地

公共用地

その他の公的施設用地

その他の空地

農地

宅地

計

自
然
的
土
地
利
用

その他自然地
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＜土地利用概略図＞ 
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本町の都市計画区域は、昭和 37 年に指定されており、町全域が都市計画区域になって

いる（面積 19.44ha）。 
用途地域は、8 種類が指定されており、住居系用途（第１種低層住居専用地域：59ha）

第 1 種中高層住居専用地域：3ha、第１種住居地域：166ha）の面積は 228ha、商業系用

途（商業地域：26ha、近隣商業地域：12ha）の面積は 38ha、工業系用途（準工業地域：

68ha、工業地域：49ha、工業専用地域：281ha）の面積は 398ha となっている。 
 

＜長洲町都市計画用途地域図＞ 
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（６）産業 
平成 21 年時点における産業大分類別の事業所数は、全産業の 651 事業所のうち、「卸

売業，小売業」が 28.1％と も多く、次いで「建設業」が 13.5％、「製造業」が 10.8％
となっている。 

また、産業大分類別の従業者数は、全産業の 8,013 人のうち、「製造業」が 47.5％と

も多く、次いで「卸売業，小売業」が 11.7％、「建設業」が 7.5％となっている。 
 
＜産業大分類別事業所数＞      ＜産業大分類別従業者数＞ 

 
 

 

出典：平成 21 年経済センサス    

 

事業所 割　　合

651 100.0%

１位 卸売業，小売業 183 28.1%

２位 建設業 88 13.5%

３位 製造業 70 10.8%

４位
生活関連サービ
ス業，娯楽業

65 10.0%

５位 サービス業 41 6.3%

全　　産　　業

事
業
所
数

項　　　目
事業所数

従業者 割　　合

8,013 100.0%

１位 製造業 3,804 47.5%

２位 卸売業，小売業 940 11.7%

３位 建設業 601 7.5%

４位 医療，福祉 594 7.4%

５位 運輸業，郵便業 500 6.2%

従
業
者
数

項　　　目

全　　産　　業

従業者数

製造業

47.5%

卸売業，

小売業
11.7%

建設業

7.5%

医療，福

祉
7.4%

運輸業，

郵便業
6.2%

その他

19.6%

産業大分類別従業者数

卸売業，

小売業
28.1%

建設業

13.5%

製造業

10.8%
生活関連

サービス

業，娯楽

業

10.0%

サービス

業
6.3%

その他

31.3%

産業大分類別事業所数

336

382

413

526

595

858

1

1

74

109

139

155

206

282

3

2

41

42

107

639

790

911

939

769

732

2,267

2,374

2,585

2,570

2,552

2,664

1,031

1,118

1,348

1,272

1,284

1,339

153

143

146

166

161

138

369

358

425

418

424

439

31

23

44

48

53

42

1,091

1,197

1,934

1,765

1,348

1,167

219

187

235

208

183

189

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成22年

平成17年

平成12年

平成7年

平成2年

昭和60年

農業 林業 漁業 鉱業

建設業 製造業 卸小売業 金融・保険・不動産業

通信・運輸業 電気・ガス・水道 サービス業 公務

分類不能

資料：国勢調査

第１次産業 第２次産業 第３次産業

14.3％

10.5％

8.4％

6.7％

7.3％

6.6％

44.0％

44.2％

43.8％

42.7％

47.3％

46.8％

41.7％

45.3％

47.8％

50.5％

45.4％

46.6％
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①製造業 
昭和 39 年に、新産業都市の指定を受けて以来、製造業を中心とした企業誘致を行い、

造船やサッシ業などの民間企業が進出している。これらの企業の進出にともなって、

従業員数は平成 15 年から平成 23 年の 8 年間で 458 人増加している。 
また、製造品出荷額においても、平成 15 年の 1,210 億円から平成 23 年の 1,773 億

円に増加している。 
 
表 1-1 事業所数と従業者数・出荷額 

 

 
②商業 

本町の商業は、平成 3 年から平成 19 年までの商店数は、281 店から 178 店に減少

しており、従業員数も 1,086 人から 834 人に減少している。 
しかし、大型店舗・量販売店の進出により、売り場面積は平成 6 年の 10,709 ㎡から

平成 19 年の 12,093 ㎡に増加している。また、年間商品販売額でも、平成 3 年の 155
億円から平成 12 年の 174 億円をピークに減少傾向となり、平成 19 年は 133 億円にな

っている。 
 

表 1-2 商店数と従業者数・売場面積・販売額 

 
 
 
 
 
 
 
 

平成15年 平成17年 平成19年 平成21年 平成23年

 事業所数 42 41 42 41 48

 従業者数（人） 3,961 4,020 4,219 3,729 4,419

 製造品出荷額（万円） 12,096,576 14,611,881 17,592,563 17,030,867 17,729,906

資料：工業統計調査

商店数 従業員数（人） 売り場面積（㎡） 年間商品販売額（万円）

平成　3年 281 1,086 13,340 1,559,748

平成　6年 250 1,075 10,709 1,639,069

平成　9年 220 990 13,572 1,700,079

平成12年 222 1,074 13,698 1,748,224

平成14年 210 941 13,651 1,335,151

平成16年 197 919 15,433 1,262,070

平成19年 178 834 12,093 1,332,839

資料：商業統計調査
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③農業・水産業 
本町の農業は、担い手の減少や高齢化が進み、農業従事者の減少が著しい。特に第

２種兼業農家の推移をみると、平成 2 年の 656 戸から平成 22 年の 151 戸と 25％以下

に落ちこんでいる状況である。 
 
図 1-3 専業農家・兼業農家数の推移 

 

 

本町の水産業は、海苔養殖業、刺し網・一本釣漁などの海面漁業、金魚・錦鯉養殖

の内水面漁業の３業態が営まれている。 
３業態ともに、担い手の減少や高齢化が進み、漁業経営体の減少が著しくなってい

る。 
 

図 1-4 専業漁業経営体・兼業漁業経営体数の推移 
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資料：農林業センサス
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（７）通勤通学流動にみる他市町村とのつながり 
長洲町で働く(通学する人)は 8,722 人でそのうち町内居住者は 4,013 人(46.0％)であ

る。 
過半数以上の人は町外からの通勤または通学である。 
町外居住者でもっとも割合が高い市町村は荒尾市で 1,733 人(43.2%)、次いで玉名市

で 1,715 人(42.7%)であった。また、他県の人も多く 876 人(21.8%)であった。 
他県の内訳として大牟田市(福岡県)が 696 人(82.0%)でもっとも多く、次いでみやま

市(福岡県)が 69 人、柳川市が 42 人となっている。また長崎県は 15 人(2%)となってい

る。 
長洲町に常住する就業者(通学者)は 8,164 人で、そのうち町内で就業する(通学する)

人は 4,013 人であった。 
また他市町村に就業・通学する人は 4,152 人で、割合が も高いのは玉名市で 1,279

人(30.8%)、次いで荒尾市の 1215 人(29.3%)であった。他県へは 941 人となっている。 
他県の内訳として大牟田市(福岡県)が 737 人(78.3%)、次いで福岡市の 70 人(7%)、

久留米市の 34 人(3.6%)となっている。 
 

図 1-5 就業者・通学者の流入と流出 
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（８）観光客入り込み客数 
本町への観光客入り込み客数の推移は、平成 19 年の 111,850 人から平成 24 年の

90,453 人と、約２割減少している。 
 
表 1-3 観光客入り込み客数の推移 

 

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

 宿泊県内客 51 167 210 177 126 220

 宿泊県外客 7,099 6,908 5,681 5,924 4,918 5,102

 宿泊入込客数 7,150 7,075 5,891 6,101 5,044 5,322

 日帰り県内客 50,399 48,139 42,640 41,566 39,740 41,126

 日帰り県外客 54,301 55,077 48,423 47,226 44,133 44,005

 日帰り入込客 104,700 103,216 91,063 88,792 83,873 85,131

 県内客 50,450 48,306 42,850 41,743 39,866 41,346

 県外客 61,400 61,985 54,104 53,150 49,051 49,107

 入込客数合計 111,850 110,291 96,954 94,893 88,917 90,453

資料：町まちづくり課
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（９）生活排水処理の状況 
本町の公共下水道は、昭和 52 年から分流式の公共下水道として着手し、平成 25 年

度末まで全行政区域人口に対して、処理区域人口比は 93.7％に達している（うち水洗

便所処理済人口比 70.7％）。 
 
図 1-7 公共下水道の整備計画 

 
資料：町まちづくり課 
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（10）公園・広場等の状況 
本町の公園・広場の整備状況は、以下のようになっている。 
 
図 1-8 公園・広場の整備状況 

 

 
資料：町建設課 

 

名　　　称 所在区 面積(㎡) 名　　　称 所在区 面積(㎡) 名　　　称 所在区 面積(㎡)

1 六 栄 緑 地 広 場 向　野 2,493 9 腹 赤 児 童 公 園 腹　赤 3,062 17 金魚と鯉の郷公園 大明神 80,569

2 上沖洲児童公園 上沖洲 2,809 10 古 城 東 公 園 古　城 3,257 18 新 塘 公 園 平　原 460

3 清 里 児 童 公 園 建　浜 2,500 11 古 城 西 公 園 古　城 1,469 19 宮ノ町ﾁﾋﾞｯ子広場 宮ノ町 777

4 清源寺児童公園 清源寺 2,030 12 笹 ヶ 浦 公 園 立　野 3,508 20 折地ﾁ ﾋﾞｯ子広場 折　地 2,682

5 中 道 児 童 公 園 東荒神 3,310 13 中 央 公 園 上　町 1,945 21 みなとﾁﾋﾞｯ子広場 西荒神 1,137

6 宮 崎 児 童 公 園 宮　崎 2,253 14 一 先 宮 公 園 永方･赤田･葛輪 7,895 22 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 平　原 57,059

7 向 野 児 童 公 園 向　野 2,492 15 古 城 公 園 赤　崎 16,213 23 名石浜 緑地公園 清源寺･上沖洲 47,920

8 梅 田 児 童 公 園 梅　田 2,379 16 建 浜 農 村 公 園 建　浜 10,080 258,299合　　　　　　計
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（11）公共・公益施設の状況 
本町の公共・公益施設の状況は、以下のようになっている。 
 

図 1-9 公共・公益施設の位置図 

 
資料：町勢要覧 
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（12）医療・福祉施設の状況 
本町の医療・福祉施設の状況は、以下のようになっている。 
 
図 1-10 医療・福祉施設の位置図 

 
資料：町福祉保健介護課 
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（13）ＮＰＯ・ボランティアグループの状況 
本町の特定非営利活動法人（NPO）・ボランティアグループの状況は、以下のように

なっている。 
 

表 1-4 特定非営利活動法人の状況 
団体名 法人設立日 主な活動内容 

スローすてっぷ 平成 25 年 
5 月 2 日 

【目的】この法人は、「ゆっくり歩みながら、自分らしさと
出会っていく」をコンセプトに、障がい児・者及びその家族、
又子どもから高齢者までの地域に暮らす人たちに対して、地
域に密着した福祉サービス事業と居場所づくりを展開し、生
き生きと安心して暮らせる環境（まち）を育て、感動と笑顔
を共有し、元気を発信できる地域づくりに寄与することを目
的とする。 
【活動分野】保健・医療・福祉、子どもの健全育成、人権擁
護・平和推進、まちづくり、社会教育 

地域総合型スポー

ツクラブバレイア 
平成 25 年 
4 月 15 日 

【目的】この法人は、全ての人に対して、スポーツ全般の普
及を図り、地域の人々と親睦を深め生涯素晴らしい環境でス
ポーツを楽しめるような活気あるまちづくりを目指し、スポ
ーツを中心とした青少年の健全育成事業を行い、もっと公益
の増進に寄与することを目的とする。 
【活動分野】文化・芸術・スポーツ、NPO の支援、子ども
の健全育成、国際協力、環境保全、観光、まちづくり、社会
教育、保健・医療・福祉 

熊本常翔 平成 25 年 
1 月 24 日 

【目的】この法人は、広く子どもたちに対して、少年野球な
どのスポーツを振興させることにより、健康管理・体力維持
に貢献し、もって子どもたちの心身の健全な発達に寄与する
ことを目的とする。 
【活動分野】文化・芸術・スポーツ、子どもの健全育成 

がまだすサポート 平成 23 年 
6 月 1 日 

【目的】この法人は、長洲町やその周辺の地域に居住する、
地域で自立した生活を送る高齢者、障碍者、子どもなどの就
労支援活動やくらしのサポートをすることで、QOL 向上を
図ると共に、共に学び共に育ち合うことを目標として、豊か
な心の社会作りに寄与することを目的とする。 
【活動内容】保健・医療・福祉、職業能力開発・雇用機会拡
充、子どもの健全育成、人権擁護・平和推進、環境保全、ま
ちづくり、社会環境 

明るい社会づくり

玉名 
平成 16 年 
2 月 19 日 

【目的】この法人は、熊本県下の人々に対して、実のなる里
山づくりに関する事業等を行い、世代間の交流並びに環境の
保全及び住民相互の融和に寄与することを目的とする。 
【活動内容】まちづくり、経済活動、子どもの健全育成、社
会教育 

長寿会 平成 11 年 
11 月 18 日 

【目的】この法人は、長洲町及び近隣市町村の地域の高齢者
や障碍者及び乳幼児に対して、介護・擁護に関する事業と地
域住民の一時的擁護の場を提供し、地域社会の福祉の向上に
寄与することを目的とする。 
【活動目的】保健・医療・福祉、人権擁護・平和推進 

資料：熊本県 NPO・ボランティア情報サイト 
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表 1-5 町内ボランティア組織の状況 
団体名 会員数 主な活動内容 

伝伝虫クラブ 5 名  各種の催しの際に、主催者からの依頼や自主活動で、ペー

パークラフト、竹細工、木工細工などを子どもと一緒に作り、

また、小学校の放課後教室での指導も行っています。 
 近では、高齢者を対象にした健康教室や、脳のトレーニ

ングなどの活動も推進しています。 
【活動分野】高齢者、子ども、地域づくり、知識・技能を活

かす、教育 
ボーイスカウト 
長洲第１団 

28 名 

 ボーイスカウト活動は、「備えよ常に」をモットーに「日々

の善行」をスローガンとして掲げ、青少年からの健康を築き、

社会に奉仕できる能力と、人生に役立つ技能を体得し実践で

きる様、小学校入学前の園児から高校生までが、研修を受け

た情熱を持つ指導者のもと、日々活動を行っています。又、

長洲町における各種行事、大会への参画、奉仕を積極的に行

い、ボランティア精神を育んでいます。 
【活動分野】高齢者、子ども、環境、地域づくり、仲間づく

り 
資料：町まちづくり課 
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２．人口・世帯の動向 

（１）人口・世帯数 
◇長洲町の人口は微減傾向を示している。なお、世帯数は増加傾向となっており、核家

族化が進んでいる。 

図 1-11 人口・世帯数の推移 

 
（２）人口構成 
◇人口ピラミッドの構成は、男女ともに 55～59

歳が も多く、次いで 60～64 歳となってい

る。65 歳以上の老年人口を除くと、男は 15

～19 歳、女は 0～4 歳が も少ない。 

◇国勢調査によると 14 歳以下の年少人口比率

は昭和55年の22.7％から平成22年は13.1％

へと 9.6 ポイント減少し、65 歳以上の老年人

口比率は11.8％から26.2％へと14.4ポイン

ト増加している。老年人口比率は県平均

（20.8％）を上回っている。 
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資料：国勢調査

図 1-12 ５歳階級別人口比率 
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図 1-13 年齢３区分別人口構成 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

（３）高齢者世帯の状況 
高齢者を含む世帯数は 2,529

世帯であり、全世帯の 47.2％を

占めている。 
玉名郡内の市町と比較すると、

も低い割合を示しているが、県全

体よりは上回っている。 
 
 
 
 
 
 

（４）校区別人口・世帯数の推移 
 町内の小学校区別人口の推移を

みると、六栄校区、腹赤校区、清里

校区において人口の減少傾向が続

いている。 
 長洲校区においては、平成 12 年

から平成 23年までは減少傾向であ

ったが、平成 25 年度は増加に転じ

ている。 
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資料：国勢調査

図 1-15 校区別人口の推移 

 

図 1-14 高齢者を含む世帯の世帯人員 

単位：人

総数 14歳以下 15～64歳 65歳以上
S55 16,715 3,788 10,958 1,969

S60 18,126 4,191 11,568 2,367
H2 17,605 3,709 11,128 2,764

H7 17,833 3,132 11,439 3,210
H12 17,956 2,629 11,508 3,784

H17 17,381 2,295 10,940 4,146
H22 16,594 2,167 10,077 4,345
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町内の小学校区別世帯数の推移

を見ると、全校区とも増加傾向が続

いている。 
特に六栄校区、腹赤校区において

は、平成 12 年以降、急増している。 
 
 
 
 
 
 
 
 

（５）転入・転出の状況 
転入状況については、平成 24

年に大幅な増加が見られるが、経

年的には 5～600 人程度で推移し

ている。 
一方、転出状況においては、平

成 14 年、平成 17 年に大幅な増加

が見られたが、減少傾向にある。 
 

 
 

 
（６）出生・死亡の状況 

出生数は 130 人程度、死亡数は

180 人程度での推移となっている。 
 
 
 

図 1-17 転入・転出の状況 

 

図 1-18 出生・死亡の状況 
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資料：町住民環境課

図 1-16 校区別世帯数の推移 
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３．住宅・住環境の現況 

（１）住宅ストックの状況 
◇長洲町の住宅所有関係別世帯構

成をみると、持ち家率は横ばい、

民営借家率が微増する傾向であ

る。 

◇借家世帯数※1は平成 7 年から平

成 22 年にかけて増加している。 

◇借家世帯に占める公営借家※2 の

割合（公営借家／借家世帯）の

推移は、民営借家※3 の増加に伴

い、平成 7年から平成 22 年にか

けて減少傾向となっている。 

 

 ※1：借家世帯数は公営借家、民営借家、給与住宅の合計 

 ※2：公営借家は平成 12年までの国勢調査における「公営・公団・公社の借家」及び平成 17年以降の国勢調

査における「公営・都市再生機構・公社の借家」を指す 

 ※3：民営借家は国勢調査における「民営の借家」を指す 
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資料：S55～H22国勢調査
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資料：S55～H22国勢調査

図 1-19 住宅所有関係 

 

借家世帯数の推移 
公営住宅／借家世帯の推移 
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（２）住宅建設の動向 
◇長洲町の住宅着工戸数は平成 8

年度をピークに減少傾向にあり、

近年は 50 戸前後となっている。

平成 20 年度は貸家住宅が比較

的多く着工している。 

◇着工住宅の平均面積の推移をみ

ると、貸家の平均面積は 50 ㎡程

度である。 

 
 
図 1-21 所有関係別着工住宅の平均面積の推移 
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図 1-20 所有関係別住宅着工戸数の推移 
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４．校区別の現況 

 
腹赤校区 清里校区 
行政区（平原、清源寺、上沖洲、腹赤、腹赤新

町） 
行政区（建浜、駅通、梅田） 

人口・世帯数 人口・世帯数 

 

 
 
六栄校区 長洲校区 
行政区（折地、赤崎、高田、鷲巣、立野、向野、

宮崎、赤田、葛輪、永方、塩屋、向野北、古城） 
行政区（出町、新町、西新町、宮ノ町、松原、

新山、宝町、磯町、上町、中町、下本、今町、

下東、西荒神、東荒神、大明神） 
人口・世帯数 人口・世帯数 
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５．町営住宅の現況 

（１）町営住宅の概要 
長洲町では平成 26 年 3月末現在、4 団地、21棟、126 戸の町営住宅を管理している。 

 

■町営住宅一覧 

 

 
  

1棟 4戸

2棟 4戸

3棟 2戸

5棟 4戸

6棟 2戸

7棟 2戸

8棟 2戸

７棟 20戸

２３号 1戸

２８号 1戸

２棟 2戸

１棟 6戸 昭和51年度

２棟 6戸

３棟 6戸

５棟 6戸

６棟 6戸

７棟 4戸 昭和54年度

６棟 34戸

１棟 6戸

２棟 6戸

３棟 5戸

５棟 5戸

１号棟 24戸 昭和47年度

２号棟 24戸 昭和49年度

６棟 70戸

２１棟 126戸

　長洲町大字長洲
　2465、2466番地

計

計

計

簡易構造２階建て

合　計

計

木造前浜団地

　長洲町大字長洲
　241番地

　長洲町大字長洲
　777番地

新山団地

井樋内団地

耐火構造

昭和48年度

簡易構造２階建て

昭和47年度

昭和52年度

昭和53年度

昭和29年度

　長洲町大字清源寺
　1908、1909番地

住　所

平原団地

団地名 棟　数 戸　数

簡易構造平屋建て

構　造 建設年度

昭和43年度

昭和41年度
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町営住宅位置図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
■新山団地 ■井樋内団地 

■前浜団地 
 

■平原団地 
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（２）町営住宅の現況（平成 26 年 3 月末現在） 
① 構造別管理戸数 

◇簡易耐火構造が 56.7%、中層耐火構造が 35.8％、

木造が 7.5％となっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
② 建設年度別戸数 

◇建設年度別の管理戸数は昭和 45～49 年度が も

多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 
③ 建設年度別構造別戸数 

◇ も古い住宅は昭和 27 年度に建設されており、また昭和 55 年度以降に新規建設はさ

れていない。 

◇昭和 27 年度頃の建設住宅は「木造」であり、昭和 41 年度以降に簡易耐火構造、昭和

47 年度以降に耐火構造が建設されている。 

 
 
 
 
 
 
0

10
20
30
40
50

昭
和
25

年
度

昭
和
26

年
度

昭
和
27

年
度

昭
和
28

年
度

昭
和
29

年
度

昭
和
30

年
度

昭
和
31

年
度

昭
和
32

年
度

昭
和
33

年
度

昭
和
34

年
度

昭
和
35

年
度

昭
和
36

年
度

昭
和
37

年
度

昭
和
38

年
度

昭
和
39

年
度

昭
和
40

年
度

昭
和
41

年
度

昭
和
42

年
度

昭
和
43

年
度

昭
和
44

年
度

昭
和
45

年
度

昭
和
46

年
度

昭
和
47

年
度

昭
和
48

年
度

昭
和
49

年
度

昭
和
50

年
度

昭
和
51

年
度

昭
和
52

年
度

昭
和
53

年
度

昭
和
54

年
度

昭
和
55

年
度

昭
和
56

年
度

平
成
23

年
度

平
成
24

年
度

（戸） 木平 簡平 簡２ 中耐４

図 1-22 構造別管理戸数 

 

図 1-23 建設年度別戸数 

 

■構造別管理戸数 単位：戸

総数 木造平屋 簡易耐火平屋 簡易耐火2階 中層耐火4階

126 2 20 56 48

■建設年度別戸数 単位：戸

総数 昭和44年度以前 昭和45～49年度 昭和50～54年度

126 22 70 34

木造平屋

1.6% 簡易耐火

平屋

15.9%

簡易耐火

２階
44.4%

中層耐火

4階
38.1%

総戸数

126戸

昭和44
年度以前

17.4%

昭和45
～49年

度 55.6%

昭和50
～54年

度 27.0%

総戸数

126戸
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④ 住戸面積別管理戸数 
◇50 ㎡以上 60 ㎡未満の住戸が 60.3％と も多く、

次いで 40㎡未満の住戸が 17.5％となっている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

図 1-24 住戸面積別管理戸数 

 
40㎡未

満 17.5%

40㎡以

上50㎡

未満

17.5%50㎡以

上60㎡
未満
60.3%

60㎡以

上70㎡
未満

4.7%

総戸数

126戸

■住戸面積別管理戸数 単位：戸

総数 40㎡未満
40㎡以上
50㎡未満

50㎡以上
60㎡未満

60㎡以上
70㎡未満

70㎡以上
80㎡未満

80㎡以上

126 22 22 76 6 0 0
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第２章 課題のまとめ  

第１章 長洲町の現況から次のとおり本町の住まいに関する課題を整理する。 
 

①新たな居住人口の増加が必要 
第五次総合振興計画の目標人口(平成３２年)は 16,000 人と設定されており、定住促進

を目標に掲げている。現在、人口は 16,594 人(平成２２年国勢調査)であり、人口定着に

向けて、町外からの移住を促しながら、人口流出を抑制する定住施策を図ることが急務

の課題である。 
 

②住宅密集、空き家等に対する施策が必要 
本町の人口・世帯数をみると、人口は減少、世帯数は微増という状況である。 
また長洲校区のおいては、住宅が密集し、４ｍ道路に接していない住宅も多く、住宅

の建替等が困難な地区もある。さらに商業店舗等においては空き家店舗等が増加してお

り、空き家・空き地対策を推進しなければならない。 
 

③高齢者・障害者の居住環境整備が必要 
長洲町の高齢化率は、平成２２年度には２６．２％(４人に１人が６５歳以上)という状

況であり、今後も高齢化率が高まることが予測される。 
この高齢化率が高まる動きは全国的であり、この対策を講じることが急務になってい

る。特に、熊本県においては、ユニバーサルデザインの普及に力を入れており、誰もが

利用しやすい住宅整備が必要となる。 
 

④子育て世代に対する施策が必要 
近年の出生率の低下は、将来我が国の社会経済に広く深刻な影響を与えると懸念され

ている。出生率低下の主な要因は、晩婚化の進行等による未婚率の上昇である。その背

景には、仕事と子育ての両立の負担感の増大がある。 
本町においても、近年少子化・核家族化・世帯分離により世帯員が急激に低下し、住

まいに関する負担も大きくなっている。 
今後、子育て世代に対する、より良い住まいのあり方や住宅供給に対する対策を講じ

る必要がある。 
 

⑤老朽化した町営住宅に対する施策が必要 
すべての町営住宅が昭和５５年以前に建設されており、現在耐用年限を経過している

住宅ストック数は３６戸であり、今後１０年間の計画期間内に耐用年限に到達するスト

ック数は４０戸になる。 
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これらの団地の中には住宅規模が小さい住宅がみられ、設備も老朽化が進行している。

これらのストックを建替や改善など、適切な活用手法の選定のもと、効率的に更新して

いく必要がある。 
 

⑥ 自然環境に配慮した住宅施策が必要 
地球温暖化、オゾン層の破壊、資源の枯渇など、地球規模での環境問題が深刻化して

おり、積極的に環境問題に取り組む必要がある。 
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第３章 住宅施策の目標 

１．住宅施策の基本目標 

 

 
 
県内でも有数な工業都市として発展してきた本町は、今後は、豊かな自然環境と人々

が共生し、高齢者や障害者など誰もが「憩いと潤い、やすらぎ」を享受し、安心・安全・

快適に暮らせる住まい環境の創造を目指し、町民との協働によるまちづくり・住まいづ

くりを推進する。 
 

憩い･･･子どもから高齢者までの誰もが、長洲町で集い暮らせる住まい環境の創出を目

指す。 

潤い･･･有明海と河川などの水辺環境を活かし、落ち着いた住まい環境の創出を目指

す。 

やすらぎ･･･緑あふれる自然環境の中で、安心・安全な住まい環境の創出を目指す。 

 
 

【第五次長洲町総合振興計画】 

将来像： 
みんなの力で、夢・希望・活力・安全・安心のあるまち 

長洲町住宅マスタープランの基本目標 

「憩いと潤い、やすらぎのある住まいの郷 ながす」 
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２．基本方針 

（１）基本方針１：新たな居住人口を増やす住宅・住環境整備 
現在、「新世紀タウンながす・まちづくり構想」において、JR 長洲駅南側一帯に人口

定住機能と交流機能を持った新たなまちづくりを展開していく。 
快適な市街地形成のための道路・公園・上下水道等の生活基盤整備と安全な市街地形

成を目指し、新規住宅供給のための基盤整備を推進していく。また、ライフスタイルに

応じた住宅や環境との調和を目指し、段階的なスケジュールを検討しながら住宅供給を

推進する。 
特に少子高齢化社会においては、駅や公共施設に徒歩で移動が可能な地区への公共住

宅の配置・整備の検討も必要である。 
 

（２）基本方針２：旧市街地の活性化のための住宅・住環境整備 
長洲校区の四王子神社周辺の旧市街地では、漁村として形成されてきた歴史的背景か

ら住宅が密集しており、一つ一つの宅地が短冊状の敷地を形成している。また、集落内

の道路も狭い個所がいくつかある。このため住宅の建替は容易ではなく、緊急時の消防・

救急活動に支障がある。近年は、空き家・空き地も多くみられる。 
旧市街地の活性化のために、安全性を確保するための道路整備や土地の高度利用を図

りながら、生活道路の改善や空き家、空き地の利活用に取り組んでいく。 
 

（３）基本方針３：すべての人にやさしい住宅・住環境整備 
全世帯のうち約４割が 65 歳以上の高齢者のいる世帯となっており、高齢化が急速に進

行している。既存の住宅ストックを高齢者・障がい者が安全で快適に生活できる環境に

変えていくため、すべての人が使いやすいユニバーサルデザインに配慮した住まい・ま

ちづくりを推進する。 
 

（４）基本方針４：子育て世代に配慮した住宅・住環境整備 
全国的な少子化傾向の中、長洲町においても少子化傾向が進んでいる。少子化は、晩

婚化（結婚年齢の上昇）の進行、非婚化（生涯未婚率の上昇）及び夫婦の出生力の低下

などが主な要因としてあげられているが、住宅の狭さ、住宅ローン返済や家賃などの住

居費が家計を圧迫していることなどの住宅事情もひとつの要因になっているため、住宅

面での子育てに適した良好な居住環境づくりを進める。 
 
 

（５）基本方針５：多様な世帯の暮らしを支える良質な公営住宅の整備 
老朽化した町営住宅は地域特性や団地の規模などを考慮しつつ計画的な再生に取り組

み、適切な広さと設備を整備した良質な町営住宅ストックを形成する。 
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建替等で新たに整備する団地では、多様な世帯が入居できるように型別供給を行うと

ともに、地域住民を含めたコミュニティ形成の場となる公園・広場や駐輪場などの共同

施設を充実させる。 
一方建替を行わない既存住宅については、計画的な補修や設備・仕様の改善等によっ

て、居住水準の向上に取り組むことを検討する。 
 

（６）基本方針６：環境と共生していく住宅・住環境整備 
本町の豊かな自然環境、田園風景と調和したまちを形成するため、緑・水・土などの

自然要素を住宅整備に積極的に取り入れた住宅の整備を行っていく。 
また、社会的要求でもある地球環境保全に向け、雨水・排水などの再利用や太陽光・

熱・風力などの自然エネルギーの有効活用を導入した住まいづくりや既存住宅の建替等

によりでる多くの廃材を再利用する住まいづくりを推進する。 
 

（７）基本方針７：多様なライフステージに対応した住宅・住環境整備 
本町の住宅ストックは、建設後 20 年以上を経過するものが約半数を占めている。さら

に、高齢化社会を迎えるにあたって、住宅リフォームのニーズが増加してくるものと予

想される。 
ライフスタイルに合わせた居住環境の多様な選択肢を提供するため、良質な持ち家、

良質な民間賃貸住宅をストックとして形成していき、住み替えるための仕組みを形成し

ていく。 
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３．住宅施策の体系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

課題 

課題① 

新たな居住人口の増加が

必要 

課題② 

住宅密集、空家・空地等に

対する施策が必要 

課題③ 

高齢者・障害者等の居住環

境整備が必要 

課題④ 

子育て世代に対する施策

が必要 

課題⑤ 

老朽化した町営住宅に対

する施策が必要 

課題⑥ 

自然環境に配慮した住宅

施策が必要 

基本目標 基本方針 

憩
い
と
潤
い
、
や
す
ら
ぎ
の
あ
る
住
ま
い
の
郷 

な
が
す 

① 新たな居住人口を増やす住

宅・住環境整備 

② 旧市街地の活性化のための

住宅・住環境整備 

③ すべての人にやさしい住

宅・住環境整備 

④ 子育て世代に配慮した住

宅・住環境整備 

⑤ 多様な世帯の暮らしを支え

る良質な公共住宅の整備 

⑥ 環境と共生していく住宅・住

環境整備 

⑦ 多様なライフステージに対

応した住宅・住環境整備 

「 

」 
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具体的な推進策 

①都市基盤整備に合わせた住宅地形成の促進 

②美しい街並み形成のためのまちづくりのルールづくり 

③公共住宅の配置 

重点プロジェクト 

①空家・空地活用システムの構築 

②空家を活用した地域コミュニティ施設の検討 

③安全性を確保するための道路整備や土地の高度利用 

①すべての人が使いやすいユニバーサルデザインに配慮した住宅の普及 

②高齢者や障害者が安全で快適に暮らせるためのユニバーサルデザイン改造の支

援 

③高齢者が安全に暮らせるための集住形態の研究 

④高齢者・障害者への民間借家入居保障制度の検討 

①若いファミリー世帯が購入できる民間分譲宅地の誘導 

②地域ぐるみで子どもを見守る環境づくり 

③子供が利用しやすい、安全な遊び場の整備 

①町営住宅ストックの改善 

②高齢者・障害者向けの公共住宅の検討 

①建設資材の排出抑制、再資源化の誘導 

②熊本県産材住宅建設の支援 

③健康に配慮した材料使用の促進 

①住宅金融公庫融資制度の活用の促進 

②住宅リフォーム融資の検討 

③住替え支援システムの構築 

④既存住宅ストックの活用 

重点      ① 

良質な住宅形成

のためのルール

づくり 

重点      ② 

空き家等の対策 

重点      ③ 

町営住宅ストック

の改善 

重点      ④ 

住まいに関する支

援制度 
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第４章 具体的な推進施策 

１．新たな居住人口を増やす住宅・住環境整備 

（１）都市基盤整備に合わせた住宅地形成の促進 
快適な市街地整備のための道路・公園・上下水道等の生活基盤整備と安全な市街地形

成を目指し、新規住宅供給のための基盤整備を推進していく。「新世紀タウンながす・ま

ちづくり構想」の事業に合わせ、定期借地権の活用や民間活力の導入などの手法を検討

し、安価な住宅地の提供策等を検討していく。 
Ｕ・Ｉターン希望者や町外・県外からの定住希望者を募ることで、町全体の定住人口

増加にもつながる。 
 

（２）美しい街並み形成のためのまちづくりのルールづくり 
これから開発がますます進んでいくことが予想される JR 長洲駅南側一帯において秩

序ある良好な開発を進めるためには、都市計画法で規制される地区計画や住民同士の協

定にもとづく建築協定等により、秩序ある計画的な土地利用を担保していくことが望ま

しい。 
また、住民の創意に基づく良好なまちづくりを推進するためには、地区の住民を中心

としたまちづくりの組織の中でまちづくりのルールや内容を検討していくことが必要で

ある。 
今後、そのような方策についての実現性や有効性を鑑み、必要に応じて専門家やアド

バイザーを活用しながら、まちづくりの組織において定期的に研究会やワークショップ

などを開催し、良好なまちづくりを進めていくこととする。 
 
 

 地区計画の概要 

定められる

まちづくり

のルール 

①地区施設（生活道路、小公園、広場、遊歩道など）の配置・規模 
②建物の建て方やまちなみのルール（用途、容積率、建ぺい率、高さ、敷地規模、

セットバック、デザイン、生垣化など） 
③保全すべき樹林地 

策定プロセ

ス 

・地区計画の案は、市町村が条例に基づき、土地所有者などの意見を求めて作成

する。 
・地区計画の方針が策定された区域内では、土地所有者が協定を締結して、市町

村に対して地区整備計画の策定を要請することができる。 
実現方法 ・通常は届出・勧告による。ただし、地区計画で定められたルールを市町村が条

例化すれば、強制力が付与される。 
・特定の事項を定めた場合に、特定行政庁の認定・許可により、用途地域の用途、

容積率、高さの制限を緩和できる場合がある。 
  

■地区計画で定められるまちづくりのルール 
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 建築協定の概要 

概要 建築協定とは、住民の合意によって、建築基準法の一般的な基準以上の高い基準

を定めて、住みよいまちづくりを図る制度。 
内容 ケースに応じた協定の内容（例） 

●純粋な住宅地にしたい場合     ･･･住宅用の建築物だけを認める 
●低層住宅の環境を守りたい場合   ･･･高さや階数を制限 
●住宅地の美観を守りたい場合    ･･･道路からの後退距離を定める 
●日照を確保したい場合       ･･･北側境界からの後退距離を定める 
●ゆったりした住宅地にする場合   ･･･建ぺい率や容積率を厳しく定める 

 
 
（３）公共住宅の配置 

公共住宅（町営住宅・特定優良（公共）賃貸住宅・高齢者向け優良賃貸住宅など）に

ついては、駅や公共公益施設に近く、徒歩で移動が可能な地区となる JR 長洲駅南側一

帯への配置・整備について、関係住民の意向等を調査・把握し、協議を重ね、また、財

政健全化計画等との調整を図りながら検討していく。 
 
 
 
 
 
 

■建築協定で定められるまちづくりのルール 

 
公共住宅は、県又は市町村が直接的に建設・管理している住宅、又は間接的に助成している住

宅のこと。公団・公社の住宅は含まない。 
 
町営（公営）住宅･･･県又は市町村が所有又は管理している賃貸住宅であって、かつ給与住宅

でないもの。 
 
特定優良賃貸住宅･･･「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、建設される

中堅所得者層向けの低廉な家賃で居住環境が良好な賃貸住宅。建設に要する費用の補助を国と

県・市町村が連携して行う。 
 
高齢者向け優良賃貸住宅･･･平成 13 年に成立した「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に

基づき、高齢者の安全で安定した居住を確保するため、民間事業者等が整備する高齢者向けのバ

リアフリー化された優良な賃貸住宅。建設又は改良に要する費用の補助と家賃の減額に要する費

用の補助を国と県・市町村が連携して行う。 
 

■公共住宅の定義 
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２．旧市街地活性化のための住宅・住環境整備 

（１）空家・空地活用システムの構築 
長洲校区の四王子神社周辺の旧市街地では、漁村として形成されてきた歴史的背景か

ら住宅が密集しており、一つひとつの宅地が短冊状の敷地を形成している。また、集落

内の道路も狭い箇所がいくつかある。このため住宅の建替は容易ではなく、緊急時の消

防・救急活動に支障がある。近年は、空家・空地も多くみられる。 
そこで、特に旧市街地に現存する空家・空地などの情報をデータベース化し、世帯分

離による新規の若者世帯や UI ターン世帯向けに比較的安価で賃貸・売買できるシステム

を構築し、多様な世帯の居住を推進する。 
 

（２）空家を活用した地域コミュニティ施設の検討 
既存の空家において、地域コミュニティ形成に貢献する施設（集会場やグループホー

ムなど）への活用を検討する。 
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（３）安全性を確保するための道路整備や土地の高度利用 
密集した住宅地では、個人による住宅の建替は容易ではなく、集落内の道路も狭い箇

所がいくつかあり、緊急時の消防・救急活動に支障がある。 
道路整備と併せた個別建替を促進し、宅地の拡大（２戸１宅地化）を図り、土地利用

の高度化を促進する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■道路整備と併せた個別建替を促進する手法のイメージ 

■密集住宅市街地整備促進事業イメージ

例）4m 道路が確保できるよう、住民間

でセットバックのルールを結んだ地区

において以下のような町独自の補助・

融資を検討する。 

・塗装、側溝の整備 

・融資         ･･･等 
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３．すべての人にやさしい住宅・住環境整備 

（１）すべての人が使いやすいユニバーサルデザインに配慮した住宅の普及 
住宅を建設する際には、高齢者や障害者等すべての人が住みやすく、また、将来的な

需要の変化に的確に対応し、居住者の住み替えや中古住宅としての流通等を容易にする

ような社会的資産としての質の高い住宅を整備するため、ユニバーサルデザインに配慮

した住宅の普及を目指す。 
 
 
 
 
 
 
 

■ユニバーサルデザイン  熊本県・熊本県住宅供給公社 

ユニバーサルデザインとは･･･ 

ユニバーサルとは英語で「普遍的な，すべての」という意味。ユニバー

サルデザインとは、製品、建物、環境を、あらゆる人が利用できるよう

にはじめから考えてデザインするという概念。障害、年齢、性別、国籍

等、人が持つそれぞれの違いを超えて、すべての人が暮らしやすくなる

ことを前提としたこの概念は、アメリカの建築家であり工業デザイナー

であった故ロン・メイス氏によって提唱された。 

ユニバーサルデザインの７原則 

原則１：誰にでも公平に利用できること 

原則２：使う上で自由度が高いこと 

原則３：使い方が簡単ですぐわかること 

原則４：必要な情報がすぐに理解できること 

原則５：うっかりミスや危険につながらないデザインであること 

原則６：無理な姿勢をとることなく、少ない力でも楽に利用できること

原則７：アクセスしやすいスペースと大きさを確保すること 

ユニバーサルデザイン住宅の指針 

誰もが安全で安心して快適に暮らすことのできる住まいづくりを目指

し、住宅におけるユニバーサルデザイン企画指針「やさしさの住まいづ

くり」を熊本県住宅供給公社が作成している。 

この指針は、住宅のユーザーや設計者、施工者に参考となるよう、「対

話によるデザイン」、「さりげないデザイン」、「追い求めるデザイン」を

基本に、建築主が設計者や施工者と対話をしながら計画できるようまと

めてある。 
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（２）高齢者や障害者が安全で快適に暮らせるためのユニバーサルデザイン改造の支援 
本町の現状を見ると、持家率は約８割であり、そのうち約４割は高齢者を含む世帯と

なっており、高齢になっても住み慣れた自分の家で生活をしたいと考える人が多くみら

れる。また、建築年の古い住宅では段差があり、便所・浴室が使いにくい問題があるな

ど家庭内での事故の原因になり得るほか、家族にとっても介護負担が増える原因となっ

ている。 
高齢者等が安心して暮らせるように、住宅のリフォームを希望する住民に対して、「介

護保険制度による住宅改修・改築制度」等の既存住宅リフォーム助成制度の情報を発信

していく。 
さらに、本町で活用できる住宅リフォーム助成制度の利用を促進するために、既存制

度の見直しや新たな助成制度等の検討を行っていく。 
 
 
 【本町で活用できる制度】 

部類 制度名 対象 制度概要 窓口 

住宅施策 住宅金融支援機

構融資の優遇措

置 

一般 住宅改良資金貸付け、基準金利の適

用、割増融資 

住宅金融支

援機構南九

州支店 60 歳以上 「高齢者向け返済特例制度」･･･バリ

アフリー工事または耐震改修工事を

含むリフォーム工事を行う場合に融

資限度額 1,000 万円までの融資制度

介護保険

制度 

住宅改修費支給

制度 

介護保険の要介

護・要支援認定者

居住する住宅においてバリアフリー

リフォームを希望する町民に対し

て、手すりの設置や段差解消など住

宅の小規模な改修工事費 20 万円を

上限として 18万円まで支給。一割自

己負担。 

・手すりの設置  

・段差の解消  

・床又は通路面の材料の変更  

・引き戸等への扉の取替え  

・便器の取り替え（和式から洋式へ）

町福祉保健

介護課 

水洗化改

造工事 

水洗便所改造資

金融資斡旋およ

び利子補給制度 

下水道の処理区域

内 

下水道の処理区域内において、既設

便所の水洗化改造工事、およびこれ

に付随する排水設備工事を行うと

き、改造資金融資斡旋（上限 50万円）

及び利子補給（利息のうち 1/2 以内）

を受けることができる。 

町下水道課

障害者施

策 

重度身体障害者

（日常生活用具

給付等事業） 

重度身体障害者の

方（下肢、体幹又

は乳幼児期以前の

非進行性の脳病

変） 

日常生活を営むのに著しく支障のあ

る住宅の重度障害者が段差解消など

住環境の改善を行う場合、居住生活

動作補助用具の購入費及び改修工事

費を、工事費 20 万円を上限として

19万円まで支給。5％自己負担。 

・手すりの設置  

・段差の解消  

・床又は通路面の材料の変更  

・引き戸等への扉の取替え  

・便器の取り替え（和式から洋式へ）

町福祉保健

介護課 

■ユニバーサルデザイン  熊本県・熊本県住宅供給公社 
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 【熊本県の補助制度】 

部類 制度名 対象 制度概要 窓口 

福祉施策 高齢者住宅改造

助成事業 

65 歳以上で介護保

険の要介護・要支

援の認定を受けた

者のいる世帯 

市町村の助成額の 1/2 を県が補助。

手すりの設置や段差解消など住宅の

小規模は改修費を助成（助成限度額

70 万円）。住宅改修費支給と併用可

能。 

住宅金融公

庫南九州支

店 

 
（３）高齢者が安全に暮らせるための集住形態の研究 

旧市街地では、高齢者の一人暮らしが多く見られ、日常的な安否確認が困難な状況に

ある。 
住みなれた地域で気の合った仲間と生活するため、既存の空家や空き室を活用し、グ

ループホームやコレクティブハウジングなど地域コミュニティの中で安否確認ができる

集住形態について研究する。 
また、町営住宅の供給に際しては、シルバーハウジング等の福祉施設との連携も検討

する。 
 
 

 シルバーハウジング グループホーム コレクティブハウジング 

概要 公的供給主体の建設する高齢

者に配慮された住宅。 

地域社会の中にある住宅にお

いて数人の知的障害者等が一

定の経済負担を負って共同で

生活をする形態。 

共同生活の場を組み込んだ集

住形態。 

要件 ①高齢者の生活特性設備・使用

がほどこされた住宅である

こと。 

②自立した生活が可能な健康

状態で住宅困窮度の高い単

身・夫婦高齢者のみの世帯向

けであること。 

③ＬＳＡ（ライフサポートアド

バイザー：生活援助員）によ

る生活相談や緊急時の対応

等の福祉的サービスが提供

されること。 

①同居あるいは近隣に居住し

ている専任の世話人により

日常生活援助が行われるこ

と。 

②４，５名で居住（既存の通勤

寮、福祉ホームよりも小規

模）形態であること。 

③入居者の生活の基本部分に

関しての費用負担すること。

①共同の食事運営に関する何

らかの義務が居住者にある

こと。 

②住戸内で居住者の密接なふ

れあいがあること。 

③全ての人に開かれているこ

と。 

④私的な住戸を完備している

こと。 

 
 
（４）高齢者・障害者への民間借家入居保障制度の検討 

高齢者等が民間賃貸住宅へ入居しようとするとき、身元保証人がいないなどの理由に

より入居を断られることなどがある。さらに定期借家権により、高齢者等に対する安定

的な居住環境が損なわれることもおこり得る。 
このため、身体的・経済的に問題のない高齢者等が、福祉的なサービスを受けつつ民

間住宅へ居住するために、自立的生活が不可能になった後の高齢者等の身元引き受けを

含めた保障体制を検討する。 
 

■ユニバーサルデザイン  熊本県・熊本県住宅供給公社
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これにより、これまで民間賃貸住宅への居住が困難なため公営住宅に居住していた世

帯を民間賃貸住宅に誘導することにより、適正な公営住宅供給を行うことが可能となる。

また、現在一戸建て持ち家に居住していて、住まいの維持・管理に困難を感じている世

帯が、利便性の高い地区の良質な民間賃貸住宅に居住するという住み替え方法の実現が

可能となる。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
高齢者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度･･･「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に

基づき、高齢者であることを理由に入居を拒否することのない賃貸住宅を登録する制度。登録情

報は都道府県等の窓口やホームページで閲覧でき、登録を受けた賃貸住宅については、高齢者居

住支援センターが行う家賃債務保証を受けることができる。 
 

■高齢者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度  国土交通省 

 
今後の高齢者単身世帯等の増大を見込み、高齢者単身世帯の民間賃貸住宅への円滑な入居を支

援し、その居住の安定を図るために滞納家賃の債務保証制度の構築と運営の安定化を図る。高齢

者居住支援センターとして指定された法人が家賃保証を実施する。この運営の安定化を図るため

の基金を創設する。 
 
・仕組み ........... 高齢者居住支援センターは貸借人である高齢者が支払う保証料および基金を

もとに、大家に対し未払い家賃の保証を実施 
・対象住宅 ....... 高齢者単身、夫婦世帯等の入居を敬遠しない住宅として登録された民間賃貸

住宅 
・対象者 ........... 民間賃貸住宅に入居しようとする高齢者単身世帯、夫婦世帯等で保証人がい

ない等により入居に支障をきたしている世帯 
・保障の対象 .... 未払い家賃 
・補償限度額 .... 家賃の 12 か月分を限度 
・保障期間 ....... ２年間（更新可） 
・保証料 ........... 月額家賃の一定割合 
 

■高齢者の入居の円滑化を図るための滞納家賃の債務保証制度  国土交通省



 44

４．子育て世代に配慮した住宅・住環境整備 

（１）若いファミリー世帯が購入できる民間分譲宅地の誘導 
30～40 歳代が世帯主の世帯では、これから子育てを行い、家族を形成していく場とし

て、ゆとりある持家を取得するための宅地を求めている。 
民間が主体となり、公共が都市基盤部分（道路・公園・排水等）の整備を行うことに

より、民間事業者に開発費用を低減させ、取得費が低減された宅地分譲の誘導施策を検

討する。この誘導施策については、駅南側一帯地区における定住促進に向けた政策的な

位置づけのもとで、周辺の環境等を踏まえた宅地開発を誘導し、若いファミリー世帯で

も購入可能となる価格を設定することが望まれる。 
また、宅地を分譲するだけでなく、住宅の材質・工法や植栽の整備に関するルールを

設け、購入者にはそのルールに従った住宅の建設を誘導することにより、緑豊かなモデ

ル的住宅地を形成していく。 
 

 
 

 「地域活性化居住基盤総合整備事業」 

補助対象 地方公共団体・独立行政法人都市再生機構・地方住宅供給公社・第三セクター・

地方公共団体が認める民間事業者 
要件 ・地域活性化居住基盤総合整備計画（住宅マスタープランの一部）で位置づけら

れた住宅建設、住宅地の開発に係る事業 
・50 戸以上の住宅建設を伴う開発であること（優良田園住宅の建設の促進に関

する基本方針が定められた市町村の区域にあっては 10 戸以上） 
補助内容 ・定住基盤施設建設費（公開空地、通路、駐車施設、児童

遊園、緑地、敷地整備、ごみ処理施設、電柱の地中化） 
・交流基盤施設整備費（地域集会所、地域交流センター、

広場） 

補助率 1/3 
（国・地方公共団体）

 
 
 

■地域活性化居住基盤総合整備事業   国土交通省
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（２）地域ぐるみで子どもを見守る環境づくり 
共働き世帯の子育てに対する負担を軽減するため、保育所や幼稚園において延長保育を

促進するとともに、学童保育の対象の拡大や公民館等の公共公益施設など施設の拡張を検

討する。 
また、地域で子育てを相互援助する組織として、育児の援助を受けたい人と行いたい人

が会員となり、長洲町子育て支援センターが仲介して会員同士が子育てを支え合う、ファ

ミリー・サポート・センター事業について充実を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）子どもが利用しやすい、安全な遊び場の整備 

現在長洲町内には 23 の都市公園等が整備されており、町民１人あたり 14 ㎡と高い整

備水準である。しかし、公園によっては、子どもにとって魅力が不足したり、利用頻度

が低いものもある。また、近隣に公園等がない地域もある。 
子どもにとって利用しやすい公園について調査し、既存公園の再整備を検討する。今

後の住宅団地等の整備では、調査を踏まえた、利用しやすい、かつ安全性に配慮された

公園の整備を促進する。 

 
県内登録人数 460 人（平成 15 年 12 月末現在）内町内登録人数 1 人（ 〃 ） 
養成講座受講料は無料（国の予算で実施しているため） 
条件（子育ての経験がある人が保育士の資格を持つ人） 
財団としては、依頼者へ紹介するのみ。金額等については、当人同士で決定する。 

■保育サポーター   (財)21 世紀職業財団 

■ファミリー・サポート・センター事業 

協力会員 

（サポートを提供する人）

長洲町在住で健康で 

子どもの好きな成人者 

 

※講習会を受講し 

認定を受けることが必要です

高齢単身者 

高齢夫婦 

依頼会員 

（サポートを受けたい人）

長洲町在住または 

勤務している人で 

生後 6ヶ月から 

小学生の子どもがいる方

長洲町 

子育て支援

センター 

料金支払い 

協力会員

の紹介 

登録登録

依頼

会員

の 

紹介

サポート
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５．多様な世帯の暮らしを支える良質な公共住宅の整備 

（１）町営住宅ストックの改善 
本町には、126 戸の町営住宅ストックがある。大半が、昭和 50 年代以前に供給された

ものであり、近い将来これらが一斉に更新時期を迎える。このため、公営住宅ストック

総合活用計画に基づき、既存ストックを有効に活用した効率的かつ的確な公営住宅の整

備を行う。 
また、町営住宅は住宅困窮者への住宅供給という役割ばかりではなく、福祉施設や地

区施設との一体的な整備など地域まちづくりへ貢献していくことも求められており、町

営住宅再整備にあわせた地域環境整備を行う。 
 

（２）高齢単身世帯や多家族世帯が同一団地に居住する（ソーシャルミックス）ための型別

供給推進 
町営住宅の建替においては、同一団地において子どもから高齢者までの幅広い世帯の

入居者が暮らす良好なコミュニティを形成するため、高齢単身世帯や多家族など多様な

世帯構成に応じた住宅が供給できるように、型別供給を検討していく。 
 

（３）高齢者・障害者向けの公営住宅の検討 
本町では、全世帯のうち約４割が 65 歳以上の高齢者のいる世帯となっており、高齢化

が急速に進行している。一方、既存の公営住宅には高齢者及び障害者への対応がなされ

てないものが大半を占める。今後、高齢者及び障害者における住宅に困窮する世帯の需

要を考慮して、公営住宅の高齢者等の対応を進めるとともに、居住者が日常生活を独立

して行うことが不安になったときでも安心して生活できる居住環境を提供するために、

LSA（ライフ・サポート・アドバイザー：生活援助員）が配置されたシルバーハウジン

グやグループホームとして使用するための仕組み、体制の整備を検討する。 
 
 
 
 
 
 
 

■シルバーハウジングイメージ 
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（４）情報通信設備の整備等町営住宅の改善 
高齢者のみの世帯や障害者世帯の町営住宅居住に対して、全てに LSA を配置すること

は困難である。このため、町営住宅と周辺地域に対して情報通信設備（インターネット

等）の整備を図ることにより、緊急通報や日常生活支援を受けられるような生活環境整

備を検討する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 【本町で活用できる制度】 

部類 制度名 対象 制度概要 窓口 

高齢者福

祉施策 

緊急通報体制等

整備事業 

65 歳以上の単身・

独居もしくは高齢

者のみの世帯 

緊急事態が発生すれば、消防本部へ

つながるシステムである。その機械

は、町が貸与し、設置費用も負担す

る。修理費は、利用者負担である。

町福祉保健

介護課 

 
 
 

（５）サービス付き高齢者向け住宅の供給推進 
現在本町では、高齢者を含む世帯の約９割が持家居住となっている。今後高齢化が進

行すると想定され、介護・医療と連携して高齢者を支援するサービスを提供する住宅を

確保することが極めて重要である一方、サービス付きの住宅の供給が立ち後れているの

が現状である。 
このため、「サービス付き高齢者向け住宅制度」の導入を検討し、高齢者の居住の安定

を確保することを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者

を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」を誘導する。 
  

■情報通信設備整備の公営住宅の生活環境イメージ 

■緊急通報体制等整備事業の概要
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60 歳以上の高齢者世帯向けにバリアフリー化された賃貸住宅の整備、ケアの専門家による安否確認

や生活相談サービスを提供および管理を行おうとする者が作成した供給計画について知事が認

定を行い、認定を受けた供給計画に基づいて整備および管理される賃貸住宅の整備費に要する費

用の一部を自治体が助成することで経営者の負担を軽減する制度である。 

 
 
 

 
 「サービス付き高齢者向け住宅制度」 

施策対象 低額所得者かつ高齢者 

年齢 60 歳以上の単身者・夫婦世帯 

所得 所得（月額）48 万 7 千円以下 

供給方式 ○民間法人等が建設又は改良 
○公社が建設又は改良 
○地方公団が建設 

補助制度 住宅：新築 1/10（上限 100 万円／戸） 
   改修 1/3（上限 100 万円／戸） 
高齢者生活支援施設：新築 1/10（上限 1,000 万円／施設） 

改修 1/3（上限 1,000 万円／施設） 
管理時間 10 年以上（社会福祉法人、医療法人の場合 20 年以上） 

 
 

（６）特定優良賃貸住宅の供給推進 
住宅建設と家賃の補助を行うことによって、旧市街地や駅南側一帯地区など利便性の

高い地区に優良な賃貸住宅を誘導し、ファミリー層等に対する居住の受け皿を整備する。 
このため、多様な世帯が世帯規模に対応した広さと子ども部屋のある賃貸住宅を適切

な負担で確保できるように、「特定優良賃貸住宅制度」の導入を検討する。 
また、町営住宅に居住する収入超過層を特定優良賃貸住宅に誘導することにより、町

営住宅入居者の適正化を行う。 
 

 
 「特定優良賃貸住宅制度」 

施策対象 中堅所得者 

年齢 なし 

所得 収入分位 
原則 25～50％（4 人世帯の場合 年収約 510～690 万円以下） 
裁量 50～80％（4 人世帯の場合 年収約 690～1,060 万円） 

供給方式 ○民間公社等が建設 
○地方公共団体が建設（特定公共賃貸住宅） 

家賃 近傍同種家賃。家賃減額後の入居者負担基準額は入居者の収入、住宅の立地・規模等に応

じ定められる額（①毎年 3.5％ずつ上昇②上昇無し のいずれか） 
補助制度 認定事業者が地方住宅供給公社等以外の場合 

 整備費補助：住宅共有部分・福祉のために必要な共同施設の 2/3 
管理期間 原則として 10 年（ 長 20 年） 

 

■サービス付き高齢者向け住宅制度  国土交通省・厚生労働省 

■特定優良賃貸住宅制度   国土交通省 
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６．環境と共生していく住宅・住環境整備 

（１）長洲町型環境共生住宅モデルの開発と普及 
本町の気候や、風土、環境を踏まえ、県産木材の有効活用、太陽光・熱等の自然エネ

ルギーの活用や雑排水を再利用した環境負荷の低減を図るモデル住宅として、環境共生

住宅の供給を検討する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）建設資材の排出抑制、再資源化の誘導 
2000 年に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」が

施行され、コンクリートなどの特定建設資材の分別解体、再資源化、排出抑制を推進し

ていくことが必要となる。その中で、本町でも分別解体、再資源化、排出抑制について

必要な措置を講じることが求められている。住宅建設資材の排出を減らし、再資源化し

ていくことを誘導していく。 

 「環境共生住宅建設推進事業」 

概要 環境共生住宅が普及するために、地方公共団

体が基本計画を立てる場合に、国から補助 
施工者 地方公共団体 

要件 1.環境共生住宅建設基本計画の策定 

 地方の特性を活かした環境共生住宅整備

に関する基本方針、モデル住宅団地における

環境共生住宅建設に関する計画を策定する。

【計画の内容例】 
・化石燃料の削減システム、自然エネルギー

活用システムの導入 
・雨水利用、水の循環利用計画 
・廃棄物のリサイクル化促進計画 
・住宅の工・構法計画 
・環境共生ライフプラン計画 

補助対象 

補助率 国：1/3 
ただし、住宅マスタープランの策定及び住宅

マスタープランに基づく事業の実施に係る

補助金と合わせて、1 つの事業主体につき

93,760 千円を限度 

■環境共生住宅等の事業一覧   国土交通省 
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（３）熊本県産材住宅建設の支援 
住宅への木材使用は、健康面に大きく効果があり、自然喚起による結露防止の他に、

小児ぜん息・アトピーなどに関係するダニやほこりの発生を防ぐ効果がある。また、他

の材料（鉄など）と比較して著しい省エネルギー性を発揮（「省エネルギー効果」）する

ことからも、環境面において多大な効果がある。 
これらの木質住宅の普及を促すために、「くまもと木の住まいづくり推進事業」などを

普及・ＰＲしていく。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

（４）健康に配慮した材料使用の促進 
近年、住宅建材の中に含まれる化学物質による健康被害（シックハウス症候群）につ

いての関心が高まっているため、生産者・消費者双方に対して情報提供につとめ、住ま

いの安全性を確保していく。 
 
 

 「住まいの衛生に関する相談」 
「ホルムアルデヒド濃度簡易測定器
貸出サービス」 

内容 県内の各保健所にて、※シックハウス症候

群、ダニ、カビ、結露など、住まいの衛生に

ついての相談を受けている。 
 
※改築・新築した建物で、建材や内装材から

放出される化学物質（ホルムアルデヒド等）

によって室内の空気が汚染され、頭痛やめま

いなど様々な健康障害が表われること。 

熊本県土木部住宅課では、※ホルムアルデヒ

ドを自宅で測定できる器具を有料で貸し出

している。 
 
※合板の壁材や内装材、家具の接着剤などに

使われており、常温で蒸発する有機化学物 

 
 

 
(社)熊本県木材協会連合会では、熊本県の補助を受け、県産材を使って木造住宅を建築される

方に、品質の確かなスギ柱材提供する「くまもと木の住まいづくり推進事業」を実施している。 
 
【事業内容】 
■提供する木材･･･県産スギ柱材（含水率 20％以下の乾燥材） 
■提供する本数･･･一戸あたり 90 本を上限として、実際に柱として使用される本数を提供する 
■柱材の寸法･･･10.5cm 角または 12cm 角で、長さ 3m 
■募集戸数･･･150 戸 
 
【申込みの条件】 
①構造材に県産材を材積で 50％以上使用すること。 
②申請者が自ら居住するための新築住宅で県内に建設されるものであること。 

くまもと木の住まいづくり推進事業   (一社)熊本県木材協会連合

■環境共生住宅等の事業一覧   国土交通省 
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７．多様なライフステージに対応した住宅・住環境整備 

（１）住宅リフォーム補助制度の検討 
本町の住宅ストックは、建設後 20 年以上経過するものが約半数を占める（一般世帯ア

ンケート調査より）。今後、年代の経過とともに住宅リフォームのニーズが増加してくる

ものと想定される。また、介護保険制度の導入により居住者のニーズに対応した在宅で

の介護に伴うバリアフリー等高齢化対応のリフォームが求められる。 
既存住宅ストックの質の向上を図るために、住宅リフォームに関する補助制度の検討

をする。 
 

（２）住宅金融公庫融資制度の活用の促進 
住宅取得を希望する町民では、住宅費への関心が高くなっている。このため、住宅取

得環境を整備し、良好な住宅ストックを形成していくために、低利で長期間の融資が受

けられる住宅金融公庫の制度、融資内容、利用方法等を住宅取得希望者等に広く周知す

る。 
また、今後新規の住宅建設のみならず住宅リフォームのニーズの増加が想定される。

住宅金融公庫でも住宅リフォームに対する融資制度を行っており、リフォーム融資解消

のために利用者へ広く周知する。 
 

（３）既存住宅ストックの活用 
町内企業が保有する社宅は、現在、空家の住戸が増加している。今後の企業住宅の活

用方法について、調査・研究を行っていく。 
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８．地域別施策の展開 

「第７章 具体的な推進施策」について、各工区毎に分類すると以下の通りである。 

 

基本方針 具体的な推進策 腹赤校区 六栄校区 清里校区 長洲校区

①都市基盤整備に合わせた住宅地形成の促進

②美しい街並み形成のためのまちづくりのルール

③公共住宅の配置

①空家・空地活用システムの構築

②空家を活用した地域コミュニティ施設の検討

③安全性を確保するために道路整備や土地の高度利用

①すべての人が使いやすいユニバーサルデザインに配

慮した住宅の普及

②高齢者や障害者が安全で快適に暮らせるためのユニ
バーサルデザイン改造の支援

③高齢者が安全に暮らせるための集住形態の研究

④高齢者・障害者への民間借家入居保障制度の研究

①若いファミリー世帯が購入できる民間分譲宅地の誘導

②地域ぐるみで子どもを見守る環境づくり

③子供が利用しやすい、安全な遊び場の整備

①町営住宅ストックの改善

②高齢者・障害者向けの公共住宅の検討

①建設資材の排出抑制、再資源化の誘導

②熊本県産材住宅建設の支援

③健康に配慮した材料使用の促進

②住宅金融公庫融資制度の活用の促進

③住宅リフォーム融資の検討

④住替え支援システムの構築

⑤既存住宅ストックの活用

⑦
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・
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①
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・
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②
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・

住

環

境

整

備

④
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住
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「一ノ割地区」「建浜岩原・溿の上地区」を中心とした

施策の展開

「一ノ割地区」「建浜岩原・溿の上地区」を中心とした

施策の展開

「建浜岩原・溿の上地区」を

中心とした施策の展開

旧市街地（長洲校区）を中心に、全町域で展開していく

旧市街地（長洲校区）を中心に、全町域で展開していく

旧市街地（長洲校区）を中心に、全町域で展開していく

全町域で展開していく

全町域で展開していく

全町域で展開していく

全町域で展開していく

「一ノ割地区」「建浜岩原・溿の上地区」を中心とした

施策の展開

全町域で展開していく

全町域で展開していく

現時点での検討を基本とし、非現地での検討も視野に入れた施策を展開していく

現時点での検討を基本とし、非現地での検討も視野に入れた施策を展開していく

全町域で展開していく

全町域で展開していく

全町域で展開していく

全町域で展開していく

全町域で展開していく

全町域で展開していく

全町域で展開していく
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第５章 重点プロジェクト 

これまでは、本町を取り巻く住まい・まちづくりの課題に対応する施策の展開を示し

てきた。しかしながら、これらを一様に取り込むことは、限られた財産や現在の体制か

ら困難であると考えられる。 
そこで、計画期間内に有効な施策を展開するために、総合的・一体的な効果が見込ま

れる施策、町政の課題に対応した施策など、特に重点的に取り組むべき施策を「重点プ

ロジェクト」として設定し、計画的に実施していくこととする。 
そこで、以下のようなポイントを考慮して、重点プロジェクトを設定する。 
 

 
 

 
 

 

＜重点プロジェクト設定のポイント＞ 

●緊急性・必要性の高いもの 

●実現可能性の高いもの 

●新しいまちづくりへのインパクト（きっかけ）となるもの 

●「長洲町らしさ」の創出につながるもの 

重点プロジェクトⅠ：良質な住宅地形成のためのルールづくり 

重点プロジェクトⅡ：空き家等の対策 

重点プロジェクトⅢ：町営住宅ストックの改善 

重点プロジェクトⅣ：住情報の受・発信事業 
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１．良質な住宅地形成のためのルールづくり 

（１）目的 
JR 長洲駅南側一帯は、幹線道路が縦横に走り、町役場等の公共公益施設が集中・整備

され、比較的に交通の便、住環境等利便性に優れ、優良住宅地としての滞在性が高い地

区で、「新世紀タウンながす・まちづくり構想」にも位置づけられており、今後、宅地化

が進むことが予想される。しかし、人口の受け皿や町全体の活性化に資する一方で、ミ

ニ開発など無秩序な開発が加速する恐れがある。そのため、全町的に良好なまちづくり

を進める中で、「出町地区」「一ノ割地区」「建浜岩原・溿の上地区」をモデルスタディと

して扱い、町のモデルとなるような住宅地の形成を目指す。 
行政のみで進めるのではなく、住民が主体性をもって計画を策定できる環境をつくり、

住民と行政が一体となったまちづくりを行う。 
 
■新世紀タウンながす・まちづくり構想 土地利用配置図 

 
 

出町地区 



 55

（２）ゾーニングの設定 
良好なまちづくりを推進するために、「新世紀タウン・ながすまちづくり構想」の計画

地区において、将来の良好な市街地形成に結びつくまちづくりを推進するため、詳細な

ゾーンを設定することが望ましい。 
以下に住宅地ゾーニングの設定案を示す。 
 

区分 条件・内容等 建物・施設 

低層住宅地ゾーン ・低層住宅を中心として、良好な住宅地

を形成していく。 
・敷地面積の 低限度を設ける。 
・地区住民が利用しやすい公園を整備す

る。 

・戸建て住宅（環境共生住宅、ユニバー

サルデザイン住宅） 
 
 
 

中層住宅地ゾーン ・中層住宅を中心として、良好な住宅地

を形成していく。 
・建物の高さの 高限度を定めることに

より、それぞれの土地の用途に適した

生活環境（日当たりなど）を守る。 
・医療施設や学校施設などの整備を誘導

する。 

・民間賃貸住宅、分譲マンション等（高

齢者向け優良賃貸住宅、特定優良（公

共）賃貸住宅） 
・医療施設 
・学校施設 

沿道商業ゾーン ・地区の魅力を向上するための賑わいの

ある商業地を形成する。 
・幹線道路と背後に控える住宅地の環境

緩衝帯としての機能。 

・生活利便施設（スーパー、コンビニ等）

・業務施設（オフィス等） 

親水ゾーン ・浦川導水路等の水辺に親しめるような

河川公園や自転車道・遊歩道を整備す

る。 

・河川公園 
・自転車道・散歩道 

 
※なお、農地所有者等の土地活用意向との整合や農振農用地区域の見直しとあわせて、将

来の住宅需要に合致する土地利用計画を明確にしていく必要がある。 
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（３）まちづくりのルール（案１）：「出町地区」 
①整備の位置づけと現状 

 

【整備の位置づけ】 

・早急な対応が求められる町営住宅の再編に併せた新規住宅地の造成を行うことで、

既成市街地の再生（長洲校区のイメージ変革）を図る。 
・長洲町の持続的、継続的なまちづくりの原資として、町有地の有効活用を図る。 
（売却益を再投資）。 

 

【地区の現状】 

・木造平屋建ての老朽化した町営住宅が 2 戸あり、安全面からも早急な解体が望まれ

ている。 
・町営住宅解体後の跡地の有効利用が望まれるが、本地の形状・面積だけでは跡地活

用度が低く一体的な開発が必要である。 
・本エリア内には、未利用の遊休地が一団地的に存在する。 
・既存の市街地の周辺部に位置し、小学校・役場等の公共施設に比較的近い地区であ

る。 
 

②整備の方向性と概要 

・早急な対応が求められる町営住宅への対応と、定住化促進の早期段階での効果発現

を促すため、短期（３～４年）での整備を目指す。 
・老朽化した町営住宅を解体し、跡地と隣接する遊休地を一体的に整備し、新たな定

住化住宅のための宅地供給を図る。 
・本エリアの整備手法は、道路等の整備、宅地の集約化や整形化などの利用増進、及

び権利関係の整理による宅地分譲のしやすさが一体的に期待できる、土地区画整理

事業を検討する。 
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③出町地区整備構想の実施エリア 

 
 

④本整備手法の概要（案） 

段階 実施項目 実施概要 

第一段階 
○地区の現状把握 
○事業の基本方針を検討 

・整備エリアの現況測量や地権者調査を行い、計画

策定のための地形や高さ、及び権利関係を把握す

る。 
・現況測量結果などに基づいて概略の計画図（案）、

資金計画等を検討し、事業化の見通しを把握する。

・既存町営住宅入居者（前浜団地）への対応方針を

検討する。 

第二段階 
○地元関係者への説明（初見） 
○整備エリアの設定 

・地権者に対して町の整備方針を説明し、事業参画

意向を確認する。 
・既存町営住宅（前浜団地）の入居者に対して、町

方針の説明を行う（移転先、移転補償等）。 
・地権者意向によって、整備エリアの絞り込みを行

う。 

第三段階 
○準備組合設立 
○業務代行業者探し 

・絞り込んだ整備エリアについて、計画図（案）、資

金計画、減歩率等の地元負担を試算する。 
・試算結果を地元地権者に説明し、事業参画意向を

再確認する。 
・参画者で準備組合を設立する（参画者数が７名未

満の場合は個人施行若しくは共同施行となる）。 
・スムーズな事業運営のため民間活用を模索する（業

務代行者への声掛け、選定）。 
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段階 実施項目 実施概要 

第四段階 ○事業計画（案）策定 

・準備組合（若しくは町）が主体となって、事業計

画（案）の作成を行う。 
・事業計画（案）により町の庁内調整、県協議を行

う。 
・試算結果を地元地権者に説明し、事業参画意向を

再確認する。 

第五段階 
○事業認可申請 
○事業認可取得 

・事業計画に基づく事業認可申請書を作成し、認可

庁（県）による認可を取得する。 

第六段階 ○事業開始 ・仮換地指定。 
・工事等を開始。 

第七段階 
○保留地の販売 
○事業完了 

・保留地造成の完了、保留地販売開始（区画販売）。

・町所有地の分譲（売却益は次のステップのための

原資に活用していく）。 
・保留地販売が終了次第、事業完了（換地処分と清

算事務）。 
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（４）まちづくりのルール（案２）：「一ノ割地区」 
①整備の位置づけと現状 

 

【整備の位置づけ】 

・駅前に近接し、従来からの個別開発による宅地化が進んでいる本エリアは、将来に

おいても宅地需要が大きいと考えられるため、新規居住者の受け皿地区として期待

される。 
・道路等の基盤が未整備であることから、基盤整備により良好な居住環境の形成と住

宅適地を増やすことで人口の定住促進を図る。 
 

【地区の現状】 

・既存の市街地の周辺部に位置し、小学校・役場等の公共施設に比較的近い地区であ

る。 
・非線引き用途地域指定地区であり、個別の宅地開発が可能なエリアである。 
・現状農地部分がまだかなりあり、今後宅地化できるエリアである。 
・道路、上下水道などの生活基盤整備が十分にできないまま、虫食い的に宅地化が進

んでいる。 
また、これら基盤整備の遅れにより、宅地化が限定的な状態から進んでいない。 

・過去に面的・一体的整備の話が持ち上がった地区であるが、地元機運が高まらない

まま現在に至っている。 
 

②整備の方向性と概要 

・生活基盤が十分にできないまま虫食い的に宅地化が進んでいる地域であり、今後、

適正な誘導により住宅地としての受け皿の増加を図る。 
・本エリアについては、道路及び上下水道など生活基盤の計画的な整備を図り、エリ

ア内の居住環境の向上を図る。 
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③本整備手法の実施エリア  

 
 

④本整備手法の概要（案） 

段階 実施項目 実施概要 

第一段階 ○エリア内の整備計画の検討 ・本エリア内の道路計画、供給処理施設計画、排水

計画等を検討する。 

第二段階 ○地元説明 ・検討整備案について地元への説明を行い、理解と

協力を得る。 

第三段階 
○年次整備計画の検討 
○該当事業の予算化 

・整備計画（案）に基づき、年度ごとの整備スケジ

ュールを検討する。 
・整備スケジュールに沿って、事業の予算化を図る。

第四段階 
○測量の実施
○実施設計の実施 
○事業化 

・現況測量と実施設計を行う。 
・必要な用地の確保と工事を進める。 

 
⑤本整備手法による課題 

・エリア内整備路線の優先順位付けに対する地元の理解と協力が必要である。 
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（５）まちづくりのルール（案３）：「溿の上地区」 
①整備の位置づけと現状 

 

【整備の位置づけ】 

・公共施設の拠点となり得る駅前地区について、暮らしに必要な機能の誘致・集約と

併せた新規住宅地のブランド化により、長洲町の住宅地としての新しいイメージの

定着と、来るべき少子高齢社会や低炭素社会に対応したコンパクトなまちづくりを

実現し、人口の定住促進を図る。 
 

【地区の現状】 

・公共交通の結節拠点である駅前に立地しており、利便性が期待できるエリアである。 
・長洲駅、役場などの公共施設に近い地区である。 
・圃場整備により農地として整備利用されており、まとまった用地が広がっている。 
・地権者が多数見込まれるが、地権者の意向アンケート調査によれば半数以上がエリ

ア内の開発に前向きな意向が判明している。 
 

②整備の方向性と概要 

・農地として利用されている本エリアを、新しい長洲町の駅前の顔として整備する。 
・整備エリアは公共施設ゾーン、商業施設ゾーン、住宅地ゾーンと３つのゾーンニン

グからなり、公的賃貸住宅、商業系施設、住宅地の機能を有したものを目指す。 
・本エリアの事業主体は、公共ゾーンは町、商業施設ゾーンは民間、住宅ゾーンは地

権者を想定する。 
・本エリアの整備手法は、道路等の整備、宅地の集約化や整形化などの利用増進、及

び、権利関係の整理による宅地分譲のしやすさが一体的に期待できる、土地区画整

理事業を検討する（公共施設ゾーンの事業規模によっては、町による用地買収の可

能性も検討する）。 
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③本整備手法の実施エリア  

 
 

④本整備手法の概要（案） 

段階 実施項目 実施概要 

第一段階 
○集約する公共サービス施設を
検討 

○土地利用基本構想の検討 

・本エリアに集約する公共サービス施設の検討を行

う。 
・集約施設を反映した土地利用基本構想を定める。

第二段階 
○地区の現状把握 
○事業の全体計画を検討 

・整備エリアの現況測量や地権者調査を行い、計画

策定のための地形や高さ、及び権利関係を把握す

る。 
・現況測量結果と基本構想などに基づいて全体計画

（案）、資金計画等を検討し、事業化の見通しを把

握。 
・同時に、公共団体施行や組合施行の実現性を検討。

・検討にあたり庁内調整、県、農政への事前相談開

始。 
・公益施設（上物）の整備手法について検討を行う。

第三段階 

○事業の細分化を検討 
○細分化された区分案から、 優
先に事業化するパイロットエ
リアを選定 

○段階的エリア整備構想を策定 

・道路や土地利用の連続性、事業収支バランス、事

業認可に必要な条件の具備等を考慮しながら、事

業エリアの細分化案を検討する。 
・細分化されたエリアごとに事業主体を検討する。

・細分化エリアの中から段階的推進を実施する上に

おいて もふさわしいパイロットエリアを選出す

る（駅前の魅力づくり、地権者協力度合い、町の

財政体力等）。 

第四段階 
○地元組織に対し、本構想を説明
し、意見を求める 

○事業協力者探し 

・本構想の主旨並びに手法についての具体的説明を

行い理解と協力を求める。アンケート等により全

地権者の意向を収集し分析する。 
・公共施設ゾーン、商業施設ゾーン、住宅地ゾーン

について、業務代行者等民間企業への働きかけを
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開始。 
・地元組織の立上げ（まちづくり協議会または準備

組合） 

第五段階 
○地元意向を参考にし、優先整備
エリアに反映 

・諸条件を整理し、優先整備エリアの範囲や土地利

用計画等への反映を図る。 

第六段階 
○優先整備エリアの事業計画 
（案）を策定 

・町または地権者（事業者）による事業計画（案）

の作成。 
・事業計画（案）により町の庁内調整、県協議、農

政協議を行う。 
・事業計画（案）を地元地権者に説明し、合意形成

を図る（または地権者同意の取得）。 

第七段階 
○優先整備エリアの事業認可申
請 
○事業認可取得 

・事業計画に基づく事業認可申請書を作成し、認可

庁（県）による認可を取得する。 

第八段階 
○事業開始
○事業終了 

・事業の開始。 
・保留地処分、換地処分をもって事業終了。 

第九段階 
○隣接する次期エリアの事業化
に着手 

・パイロットエリアの推進状況と、事業参画企業の

動向を踏まえ、隣接エリア（商業施設ゾーン、住

宅地ゾーン等）の事業化に着手する。 
・ 終的には地区全域の整備をめざす。 

 
⑤本整備手法による課題 

・農業振興地域であることから、農政サイドとの協議調整が不可欠である。 
・具体的に目に見える形でのまちづくりの進捗が地元の合意形成や企業誘致等に影響

を与えるため、駅前核施設整備の早期着手が定住化促進の成功の鍵となる。 
・公共施設ゾーンにおける公共施設の内容が庁内で認められている必要がある。 
・商業ゾーンにおける民間事業者の誘致活動を早い段階から行う必要がある。 
・住宅地ゾーンにおける地権者の理解協力の取り付けが必要である。 
・地区一帯は全般的に低地であり、造成計画等への考慮が必要である。 
・ある段階をもって事業が困難となった場合を想定し、地区全域での道路整備効果が

得られるよう、他事業（個別道路事業）との複合事業も検討しておく必要がある。 
・エリアによって整備手法を変えた場合（用地買収事業と区画整理事業等）、地権者の

将来土地利用意向によっては合意形成を困難にさせる要因となることも考えられる。 
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＜住宅地ゾーンイメージ＞      ＜商業地ゾーンイメージ＞ 
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２．空き家等の対策 

（１）目的 
近年、少子高齢化や人口減少、ライフスタイルの多様化による核家族化や高齢世帯や

単独世帯の増加により、空き家や空き地が増加している。これらの空き家等が適正に管

理されないまま放置されると、景観のみならず、倒壊や防犯・衛生面に係る問題等が生

じ、周囲に悪影響を及ぼすことが危惧されている。 
このようなことから空き家等の問題に対し、現状や段階に見合った取り組み及び対策

を行い、地域住民の安全で安心な生活環境を確保する。 
 

（２）対策方針 
①空き家等の適正管理対策 

空き家等の問題は、建物や土地が「空いていること」ではなく、「管理されていな

い（管理不全である）こと」である。近年は、所有者の高齢化や、所有者が遠方に

いるなど、個人による管理が難しくなってきているほか、地域コミュニティの希薄

化等により、周辺住民同士の監視の目が行き届かなくなってきている現状もある。 
こうした傾向は今後も続いていくことが予測されることから、所有者による自発

的な管理を促すとともに、情報提供等において地域と連携しながら、段階に応じた

取り組みとあわせて、空き家等の適正な管理が図られるようその対策に取り組んで

いく。 
 

②利活用可能空き家等対策 

空き家等は増加傾向にあるものの、利活用が可能な状態のものも多く存在してい

る。今後、町の課題である人口減少の抑制や地域活性化など、移住や定住等に向け

た住宅の確保等への取り組みは、地域の活性化を図るとともに空き家等の発生抑制

にも効果的であると考えられるため、その対策に取り組んでいく。 
 

③老朽危険空き家等対策 

空き家等はあくまでも個人の資産であり、管理は基本的にその所有者が行わなけ

ればならないが、人口減少や核家族化の進行、高齢者世帯や単独世帯の増加により、

管理できない空き家等は今後も増えていくものと予測される。 
また、所有者の死亡や転居、施設等への入所、廃業等により、この先も利用され

ることなく放置状態となる可能性が高い空き家等については、老朽化による倒壊の

恐れや、衛生面、防犯面での危険など周辺住民への影響が予想されるため、その対

策に取り組んでいく。 
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（３）空き家の現状 
平成 20 年住宅・土地統計調査（総務省）によると、長洲町の空き家率（全住宅戸数に

占める空き家の割合）は 11.2％となっている。また、本町で平成 22 年に実施した空き

家の実地調査によると、163 件の空き家が確認されており、対応が必要な空き家につい

ては 73 件となっている。 
 

①空き家率（総務省：平成 20 年住宅・土地統計調査より） 

 住宅総数 空き家数 割 合 
全   国 5,759 万件 756 万件 13.1%
熊 本 県 769,500 件 105,700 件 13.7%
玉 名 市 27,040 件 3,650 件 13.5%
荒 尾 市 22,630 件 2,940 件 13.0%
長 洲 町 7,080 件 790 件 11.2%

※同調査では、空き家を①賃貸用の住宅、②売却用の住宅、③二次的住宅（別荘等）、④その他

の住宅の 4 つに分類されている。問題は管理が不十分になる傾向にあると考えられる④であ

り、長洲町においてもその割合は内 6.2％（440 件）となっている。 
 
 

②本町における実地調査結果（平成 22 年度実施） 

 ■調査対象件数（各駐在員から提出された空き家） 163 件 

（外見上の判断として） 早急な対応が必要な空き家 18 件

何らかの対応が必要な空き家 55 件

対応の必要はない（活用が考えられる）空き家 90 件
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３．町営住宅ストックの改善 

（１）目的 
今後は、「長洲町営住宅長寿命化計画」に基づき、地域特性や団地の規模などを考慮し、

老朽した町営住宅の改善を行うものとする。 
 

（２）住宅建設（建替）にあたっての基本方針等 
住宅建設（建替）の際における基本方針及び配慮事項を以下に整理する。 
 
■住宅建設（建設）にあたっての基本方針 

◇一定の需要が継続的に見込める団地については、耐用年限及び実際の老朽度

を勘案しつつ、建替を行う。 

◇建替にあたっては、仮設住宅を含む入居者の居住の安定に配慮し適切な住替

先の確保を図るものとする。 

◇集約化が可能な敷地においては、まとまった敷地規模・戸数を確保すること

を基本とし、効率的な維持管理に努めるものとする。 

◇集落によっては町営住宅が借家の主要な役割を担っていることを踏まえ、建

替後の供給戸数については長期的視点、地域振興の視点をもって慎重に検討

する。 

◇今後の建替にあたっては、これまで以上に長期間の使用に対応できる構造、

工法、仕様を採用することとする。 

◇住宅セーフティーネットの状況とともに、配置のバランスに考慮し、必要と

認められる場合は、町営住宅の空白地域への移転建替・新規供給等も含めた

検討を行う。 
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■建替事業にあたっての配慮事項 

 

 

 

 

 
  

① 高齢者・身体障がい者等への配慮 

◇町営住宅は、高齢単身者、高齢者夫婦世帯の比率が高く、今後その傾向はさ

らに高まると考えられる。一方で、ユニバーサルデザインの考え方が一般的

となり、誰もが使いやすい住宅を供給することが求められる。 

◇建替事業を行う町営住宅では、共用部分や各住戸内のバリアフリー化、ユニ

バーサルデザインを導入し、高齢者や身体障がい者はもちろん、幼児や妊婦

等、あらゆる入居者が安全・快適に暮らせる住宅として整備を図る。 

◇高齢者等の入居に対して、福祉施策との連携による福祉サービスの提供や、

地域コミュニティ等による見回りでの安否確認システム等を検討し、安心・

安全に生活できる環境づくりに取り組む。 

 

② 多様な居住ニーズへの対応 

◇町営住宅には、高齢者から若年層まで多様な居住ニーズに対応することが望

まれるため、居住者のニーズの違いや変化にある程度応えられるよう、バリ

エーションのある住戸タイプの提供を図る。 

◇建替事業を行う町営住宅では、従前入居者の世帯構成や世帯人員、年齢層な

どの構成に加えて、近年単身、２人の小規模な世帯が増加していることを踏

まえ、１ＬＤＫ～２ＤＫ及び３ＤＫ～３ＬＤＫ等の複数の住戸タイプを整備

することで多様な世帯が居住する町営住宅として整備し、世代間のバランス

が取れた良好なコミュニティ形成に配慮する。 

 

③ 保有資産の有効活用と維持管理コストの効率化 

◇公有資産を効率的かつ有効に活用することが求められており、町営住宅スト

ックを社会的ニーズに適合するように的確かつ適切に管理することが大切

である。 

◇小規模な町営住宅は、周辺の町営住宅の整備に併せて用途廃止を行い、民間

に売却等を行うほか、地域に必要な公共施設の整備用地や、地域の防災性向

上に役立つような道路、広場等の用地として活用を検討する。 

 

④ 地域振興や地域のまちづくりへの貢献 

◇町営住宅の建替にあたっては、敷地周辺の緑化や建物形態の工夫により、周

辺との景観の調和に配慮するとともに、道路や広場等の地域に必要な公共施

設整備を図り、周辺地域に貢献できるような整備方策を検討する。 

◇大規模な町営住宅の建替に併せて、高齢者等福祉施設や子育て支援施設等、

地域に開かれた施設の併設を、必要に応じて検討する。 
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（３）町営住宅ストックの修繕・改善事業の実施方針 
町営住宅ストックの修繕・改善事業の実施方針を以下に整理する。 

 
 
 
 
 

  

活用手法 概  要 

維持管理 町営住宅として適切に維持管理を行う。 

 修繕対応 標準修繕周期を踏まえて定期的な点検を行い、適切な時期に予防保

全的な修繕を行うことで、居住性・安全性等の維持・向上を図り、

町営住宅の効用を維持し、長期的に活用する。 

居住性向上型 住戸規模・間取りの改善や住戸・住棟設備の機能向上を行い、居住

性を向上させる（間取りの改修、給湯設備の設置等）。 

福祉対応型 高齢者等が安心・安全に居住できるよう、住戸・共用部・屋外のバ

リアフリー化を進める（住戸内部の段差解消、スロープの設置等）。

安全性確保型 耐震性に課題のある住棟において、耐震改修等により躯体安全性を

高めるほか、非常時に円滑に避難できるよう避難設備や経路の整備、

確保を行う。また、防犯性や落下、転倒防止など生活事故の防止に

配慮した改善を行う（耐震改修、外壁落下の防止改修）。 

長寿命化型 一定の居住性や安全性等が確保されており長期的な活用を図るべき

住棟に対して、耐久性の向上や躯体への影響の低減、維持管理の容

易性向上の観点から予防保全的な改善を行う（躯体・屋上・外壁・

配管の耐久性向上に資する工事）。 

全面的改善 基本的に、上記の事項の全てを含み、住戸内及び共用部分を現在の

生活様式に適合する間取り、設備及び仕様に改善する。また、敷地

条件等により可能な場合は、中層住棟にエレベーターを設置する。 
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４．住情報の受・発信事業 

（１）目的 
今後の住まいづくり・まちづくりにおいて、住民の多様なニーズに対応し、住民と行

政が意見交換できる協力・連携体制を構築していくためには、まず住民と行政が住宅に

関する情報を共有していくことが必要である。 
そのために、国や県、町及び住宅金融公庫等の公的機関が所有している補助制度や住

宅政策等の情報交換の手段として、住宅相談窓口の設置やインターネットの活用、パン

フレットや広報誌の配布などについて検討し、住宅相談体制の確立を図る。 
その際、多様化するニーズに対応するために業界団体等と連携を進め、住宅にかかわ

る地域の専門技術者と福祉や環境の専門家との協働化を図る。 
 

（２）住宅相談体制の構築 
住民からの住宅やまちづくりに関する相談に対応できるように、各課が連携した体制

を整備する。整備の方法としては、相談を受けた者が直接回答する方法と情報を提供し

てもらう課や団体等を紹介する方法とを使い分けるものとする。 
例えば住宅のリフォームや訴訟問題などの紛争に関する情報は「（公財）住宅リフォー

ム・紛争処理支援センター等との連携」という形で"情報整理"する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
①役場内各課の連携強化 

役場内の各課が行っている政策等につ

いて、職員誰もが周知している体制を構築

するため、各課の連携をより強化する。 

②関係機関との連携強化 

全国的な住宅業界の動向や、 新の建築

技術等、日々更新される情報を、的確に把

握するため、国や県はもちろん、建築士会

など、関係機関との連携を強化する。 
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（３）情報の充実 
住民の多様な相談内容に対応できるよう、

様々な住情報を整理する。 
 

①多様な住まいの情報等 

高齢者や障害者が活用できる住宅リフォー

ム助成制度やユニバーサルデザイン住宅の改

造例、若者世帯が新しく住宅を建てるための融

資制度等、住宅に関する様々な情報提供に努める。 

 
②空家・空地の情報等 

町内に現存する空家情報をデータベース化して町の HP に掲載し、町内・町外居住者

への情報提供に努める。 

③町職員同士の情報交換会の創出 

住民の様々な相談に対応できるように各課の情報交換会を開催し、それぞれが持って

いる情報交換を行う機会の創出を図る。 
また、場合によっては関係機関から出張指導の依頼を検討する。 

④情報収集機会の設置 

住宅フェアや住まいづくり・まちづくりに関する講習会等の開催を図り、参加住民の 
意識向上を目指すとともに、町職員が運営等に参加することで情報収集を図る。 

 
 
 

【ホームページに掲載する主な住情報等】 

・融資・助成制度(国・県、町、住宅金融支援機構など)、関係法令 

・分譲住宅、空家・空き部屋、賃貸住宅、U･Ｉ･Ｊターン住宅取得等の不動産

情報 

・高齢者住宅、高耐久住宅、環境共生住宅、健康住宅、リフォーム等の手法・

モデル・製品情報 

・住まい・まちづくりに関する講習会`セミナー等の開催の案内 

・住宅調査、意向調査、物価価格調査などの結果・・・など 
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（４）情報の受発信体制の充実 
①長洲町 HP の充実 

現在整備されている長洲町の HP と関係機関の HP とのリンクを行う。 
また、長洲町 HP を閲覧する人が、相談や要望提言等ができるよう機能の充実を図る。 
 

 
 

②広報誌への住情報掲載 

月二回発行されている「広報ながす」に、住情報の提供コーナーの設置を図る。 
 

③パンフレツト 

様々な計画を策定した際には、その概要版を作成して町内に整備されている集会所等

へ配布することを検討する。 
また、概要版を作成した場合にはデジタル化して長洲町の HP への掲載を目指す。 
 

④出張サービスの体制づくり 

住宅相談出張サービスの体制づくりについて検討して、より多くの人への情報提供並

びに情報受信を推進する。 
 

住宅金融支援機構 （一財）ベターリビング 国土交通省九州地方整備局 

（一財）日本建築センター

住まいの情報発信局 
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第６章 計画の推進体制 

１．実現化に向けた推進体制づくり 

これまでに示した住宅政策を展開していくには、計画自体の進捗管理体制の構築が必

要であると同時に、道路整備や下水道整備、福祉施策との連携体制を整える必要がある。 
そのため、住宅マスタープランにおける様々な施策を推進するため、それぞれの施策

に関連する関係部局による「（仮称）住宅マスタープラン推進協議会」を設置し、調整や

体制の整備などの具体的な検討を図るとともに、住宅マスタープランについての全体的

な点検評価の実施を目指す。 
 

２．住民の住まいづくり・まちづくり体制づくりの支援 

住まいづくり・まちづくりの問題は、住民が個々に行動を起こしても十分に解決でき

ない場合がある。 
そのため、既存団体や同地区に居住している住民の集まりなど、同じ問題意識を共有

していると考えられる住民が集まり、協力して住まいづくり・まちづくりに対して行動

を起こし、さらにそこからまちづくりのリーダーが生まれ、自発的に活動を行う組織体

制が整うことが望まれる。 
このため、住民が主体的に活動する団体(初期は単なる集まりでも、将来的には正式な

組織)に対して、会場の提供や専門家の紹介、雑費の補助などの助成・支援制度を検討す

る。 
■概念図 
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３．住民の意識向上に向けたイベントや勉強会等の開催 

住民の住まいづくりの意識向上に向けて、楽しみながら参加できるイベント、気軽に

立ち寄れる勉強会等、自分達の住まいやまちを再確認できる機会の提供を目指す。 
 

（１）郷土への意識啓発に向けた取り組み 
自分たちの住む町について、身近な所を含めて「こんな良いところがあったのか」と

再認識したり、「この付近に休憩所が欲しいな」といった町に対する要望を発見する事は、

自分の住んでいる町、地区を認識することになり、住民主体のまちづくりへの第一歩と

なる。 

取り組みの例 概  要 

まちなみ探検 町又は推進協議会主催による、路上観察やウォークラリーなど、遊びの要素

を取り入れた、町を見て歩くイベントの開催を検討する。 

総合学習における 

郷土教育 

小・中学校の教育の中で、題材として住まいづくり、まちづくりを取り上げ

ることを検討する。 

 
（２）住まいづくり・まちづくりに対するアイデアを募集する取り組み 

まちづくりが住民に対して、より愛着を持って進められるための色々なアイデアを募

集するなど、参加の機会を広める。特に、小・中学校の児童・生徒の自由な夢のある発

想を募り、住まいづくり・まちづくりに活かすことを検討する。 

取り組みの例 概  要 

児童・生徒へのアイデア

募集 

小・中学校などの夏休みの課題等に「未来のながす」「地区の魅力づくり」な

どのテーマで、絵や文章を書いてアイデアを集める「絵画・作文コンクール」

などの開催を検討する。 

施設設計・計画の公開競

技 

公民館、公衆便所などの小さな公共建築物や既存の施設の改造計画など、地

元建築家等を対象に設計競技の実施を検討する。 

 
（３）住まいづくり・まちづくりへの知識を高める取り組み 

住まいづくりの方法やまちづくりの進め方などについて実例を見学したり、経験者・

専門家の話を聞く機会を設けるなど、住民の関心や知識を高める。 

取り組みの例 概  要 

住宅マスタープランの 

概要の公開 

本計画の概要を整理して、住民や近隣市町村住民に対してインターネット HP

などを活用した公開を検討する。 

講演会・シンポジウムの

開催 

住み手が参加したまちづくりや、共同で計画した住宅づくりの経験者や専門

家の提言を聞くことのできる講演会などの開催を検討する。 

住宅に関するイベントの

開催 

町営住宅等を活用し、住宅内の設備や外構の材料などの展示イベントの開催

を検討する。 

住まい方教室の開催 研究機関や関係団体と連携し、住宅を長く快適に利用できるための住まい方

や、ちょっとしたスペースの有効利用の方法など、住宅の修繕や維持管理面

を勉強する教室の開催を検討する。 
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４．事業プログラム 

「第３章 具体的な推進施策」の事業スケジュールを「前期」「中期」「後期」で分け、

以下に示す。 

 

基本方針 具体的な推進策
前期

（平成26～29年度）

中期

（平成30～32年度）

後期

（33～35年度）

①都市基盤整備に合わせた住宅地形成の促進

②美しい街並み形成のためのまちづくりのルール

③公共住宅の配置

①空家・空地活用システムの構築

②空家を活用した地域コミュニティ施設の検討

③安全性を確保するために道路整備や土地の高度利用

①すべての人が使いやすいユニバーサルデザインに配慮した住宅の普及

②高齢者や障害者が安全で快適に暮らせるためのユニバーサルデザイン改造

の支援

③高齢者が安全に暮らせるための集住形態の研究

④高齢者・障害者への民間借家入居保障制度の研究

①若いファミリー世帯が購入できる民間分譲宅地の誘導

②地域ぐるみで子どもを見守る環境づくり

③子供が利用しやすい、安全な遊び場の整備

①町営住宅ストックの改善

②高齢者・障害者向けの公共住宅の検討

①建設資材の排出抑制、再資源化の誘導

②熊本県産材住宅建設の支援

③健康に配慮した材料使用の促進

①住宅金融公庫融資制度の活用の促進

②住宅リフォーム融資の検討

③住替え支援システムの構築

④既存住宅ストックの活用

⑦

多
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な
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フ
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・

住

環

境

整

備

①

新

た

な

居

住

人

口

を

増

や

す

住

宅

・

住

環

境

整

備

②

旧

市

街

地

の

活

性

化

の

た

め

の

住

宅

・

住

環

境

整

備

③
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備
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環
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整

備

⑤
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⑥
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１．上位・関連計画の整理 

（１）第５次長洲総合振興計画（平成 23 年 3月） 

平成 23 年 3 月に策定された「第５次長洲町総合振興計画」において、住まいづくり

に係る事項は次のとおりです。 
 

１．まちづくりの 

主な課題 

①子育て環境と教育の向上 

②まち全体での高齢社会への対応 

③地場産業の活性化による活気あるまちづくり 

④快適で安全な暮らしのための生活基盤の整備 

⑤住民との信頼関係のあるまちづくり 

⑥財政の健全化と行政サービスの向上 

２．まちの将来像 みんなの力で、夢・希望・活力・安全・安心のあるまち 

３．まちづくりの 

基本目標 

住宅・生活基盤に関連した基本目標と目指すべきまちの姿 

基本目標５ 快適な暮らしができる安心のあるまち 

・ 計画的な土地利用が行われているまち 

・ 計画的に整備された道路のあるまち 

・ 公共交通を利用して気軽に移動できるまち 

・ 安心して快適に利用できる公園や住宅のあるまち 

・ 良質で安定した水道水を供給するまち 

・ 豊かな自然環境を守る下水道のあるまち 

基本目標４ 安心して生活できる安全のあるまち 

・ みんなでつくる交通事故のないまち 

・ 日常生活における犯罪のない安心なまち 

・ 予測できない災害への備えが確保されている 

４．まちづくりの 

基本指標 

◆平成 32年(2020 年)における将来目標人口１６,０００人 

５．まちづくりの 

基本的な 

進め方 

①人づくり、人を大切にするこころの育成 

②協働によるまちづくりの推進 

③健全な自治体経営の推進 

６．計画推進の 

ために 

①ハード重視からソフト重視の施策の展開 

②各種施策の連携と総合的な施策の展開 

③計画推進体制の整備 
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（２）熊本県住宅マスタープラン（平成 25 年 3月） 

平成 25 年 3 月に策定された「熊本県住宅マスタープラン」において、住まいづくり

に係る事項は次のとおりです。 
 

住宅マスター

プラン改定の

主な視点 

１． 少子・高齢化 

★高齢者向け住宅の供給促進 

２． 安全・安心な住まいづくり 

★耐震診断・改修の促進 

◆災害時に備えた対応強化 

３． 住宅ストック・居住水準 

★民間の中古住宅や賃貸住宅の活用 

★将来にわたり活用される良質なストックの形成 

４． 都市・地域 

◆過疎地域等の定住促進 

◆熊本市の政令市移行後の県の役割 

５． 地域に応じた住宅施策 

◆県産材の利用促進、地産地消の推進 

★省エネルギー性能の向上 
★住生活基本計画（全国計画）の改定の視点 

◆本県独自の改定の視点（主に民間住宅施策）

基本方針 幸せを実感できる豊かな住生活の実現 

基本計画と 

推進施策及び 

具体的施策 

（朱書き：主な

改定内容） 

Ⅰ 誰もが安全で安心に暮らせる住まいづくり・まちづくりの推進 

1.高齢者が安心して暮らせる住環境の整備 

①サービス付き高齢者向け住宅等の供給支援 

②高齢者が安心して暮らせる住まいへの住み替えの推進 

③高齢者が安心して暮らせる住環境の整備 

④公営住宅におけるストック総合改善事業等の推進 

2.障がい者・ひとり親・ＤＶ被害者世帯等への自立居住サポート 

①公営住宅における住宅困窮者対策の推進 

②公平性確保のための県営住宅入退去基準の見直し 

③入居を拒まない民間賃貸住宅の情報提供の推進 

④既存民間賃貸住宅ストックの活用 

3.地域の子育て環境整備への貢献 

①公営住宅への子育て支援施設を含めた社会福祉施設の併設の推進 

②県営及び市町村営住宅における多子世帯等への優先入居等の実施 

③子育て世帯が暮らしやすい良質な住宅情報の提供 

④住宅におけるシックハウス対策の推進 

4.ユニバーサルデザインの理念に基づく住宅の普及・啓発 

①住宅や住環境におけるＵＤ化の推進 

②金融機関との連携 

③市町村公営住宅のＵＤ化に向けた取組み 

④既存の民間住宅のＵＤ化の推進 

5.耐震・防災・防犯に対応した住まい・まちづくりの推進 

①既存住宅における耐震診断・改修の推進 

②耐震・防災に関する相談体制の整備 

③震災時における応急体制の整備 

④防犯に対応した住まいづくりの推進 
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⑤住宅におけるアスベスト対策の推進 

Ⅱ 居住水準を向上し快適さに満ちた住まいづくり・まちづくりの推進 

1.居住水準の向上 

①世帯人数に応じた公営住宅の住戸面積の確保 

②公営住宅のストック改善事業の実施 

③十分な床面積の確保（誘導居住面積水準世帯率の向上） 

2.質の高い民間ストックの維持・更新 

①住宅性能表示制度・住宅瑕疵担保履行法等の普及・啓発 

②長期優良住宅認定制度の普及・啓発 

③金融機関との連携（再掲） 

④マンション管理適正化に向けた相談窓口の設置 

⑤無理のない負担による質の高い住宅の確保 

3.住宅リフォーム、既存住宅流通の促進 

①住宅リフォームに関する相談体制の充実 

②既存の民間住宅のＵＤ化の推進（再掲） 

③既存住宅の流通促進のための施策の推進 

④市町村による住宅リフォーム助成制度の推進 

4.既存公共賃貸住宅ストックの長寿命化の推進 

①既存公営住宅の長寿命化の推進 

②公営住宅等長寿命化計画の策定の推進 

③民間の活用 

Ⅲ 都市と地域の再生に貢献する住まいづくり・まちづくりの推進 

1.地域のまちづくり・街なか居住に資する住環境整備 

①九州新幹線全線開業に伴う住環境の整備とその波及 

②住宅と都市施設の一体的な整備の推進 

③街なか居住の促進 

④都市計画、建築規制の活用 

2.過疎地域等の定住施策 

①定住対策のための住宅・住環境整備 

②定住対策のための公共賃貸住宅の供給誘導 

③空き家対策の推進 

④地域資源を活用した良好な農山漁村の住環境整備誘導 

3.熊本市の政令市移行後の県の住宅施策の役割 

①市町村の住宅施策課題への対応 

②社会資本整備総合交付金の活用 

③市町村住宅マスタープランの策定 

Ⅳ 地域の文化・自然と共生した住まいづくり・まちづくりの推進 

1.地域景観に配慮した街なみ整備、住環境の形成 

①歴史的住宅の保存・活用、景観に配慮した街なみへの誘導 

②地域の景観に配慮した公営住宅の整備 

③住宅における建築協定や住民協定等の推進 

2.県産木材・畳表等を活用した地産地消の熊本らしい木造住宅の推進 

①公営住宅における県産材利用の推進 

②民間住宅における地産地消の推進 

③地元工務店等の振興 

④大工等の技術者の育成、伝統工法の継承 

3.低炭素化社会の実現に向けて、環境に配慮した住まいづくりの推進 

①熊本の気候特性を踏まえた環境に配慮した住まいづくりの推進 

②住宅における省エネルギーの推進 
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③住宅における新エネルギーの導入促進 

④県産材を活用した木造住宅、長寿命型の木造住宅の推進 

⑤住宅関連資材におけるリサイクルの推進 

Ⅴ 県民・事業者団体・市町村との協働による住まいづくり・まちづくりの推進 

1. 住情報、住宅相談ネットワークの充実等 

①住宅に関する情報提供体制の充実 

②住宅相談窓口の充実 

③公共賃貸住宅における情報提供体制の整備 

④住宅関連団体、社会福祉協議会等との連携 

 

※全国計画の視点・本県独自の視点で一部改定 

重点施策 

取組１ 住宅セーフティネット 

①サービス付き高齢者向け住宅の供給支援 

②高齢者が安心して暮らせる居住環境の整備 

③公営住宅における住宅困窮者対策の推進 

④既存公営住宅の長寿命化の推進 

⑤既存民間賃貸住宅ストックの活用 

取組 2 災害への対応 

①既存住宅における耐震診断・改修の推進 

②耐震・防災に関する相談体制の整備 

③災害時における応急体制の整備 

取組 3 持ち家対策 

①無理のない負担による質の高い住宅の確保 

②民間住宅における地産地消の推進 

③地元工務店等の振興 

④住宅における省エネルギーの推進、新エネルギーの導入促進 

取組 4 地域における多様な住まいの選択 

①住宅や住環境におけるＵＤ化の推進 

②既存住宅の流通促進のための施策の推進 

③住宅リフォームに関する相談体制の充実 

④定住促進のための住環境整備、公的賃貸住宅の供給誘導 

⑤住宅相談窓口の充実 
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（３）長洲町住まいづくり基本計画（平成 24 年 3月） 

平成 24 年 4 月に策定された「長洲町住宅マスタープラン」において、住まいづくり

に係る事項は次のとおりです。 
 

定住化に向けた 

施策体系 

１． まちの現状から見る暮らしのニーズ 

（１）現状からの課題 

①少子化の進行、子育て及び教育環境の向上(A-①,B-①) 

②地場産業の活性化による活気あるまちづくり(A-④) 

③「働くまち」から「住むまち」へのイメージ転換(A-⑧) 

④人にやさしいまちとしての情報発信(A-⑧) 

⑤歴史と伝統のあるまちとしての情報発信(A-⑧) 

⑥老朽化した町営住宅の建替・改善(A-⑥) 

⑦まち全体として高齢社会への対応(B-③) 

（２）上位関連計画からの課題 

①子育て環境と教育の向上(A-②) 

②まち全体での高齢社会への対応(B-③) 

③地場産業の活性化による活気あるまちづくり(Ａ-④) 

④快適で安全のための生活基盤の整備(A-②、B-⑤) 

⑤住民との信頼関係あるまちづくり(A-⑤) 

⑥財政の健全化と行政サービスの向上(A-②) 

（３）意向調査・ヒアリングからの課題 

①結婚してからの家族に適した「住宅の広さ」(A-③) 

②「買い物・通勤・通学の便利さ」に加え、「子育てしやすい環境」も(A-②) 

③荒尾市・玉名市・大牟田市と相互に競合することなく、個性的な施設を導入

(A-⑤) 

④住宅地内は「交通量の多さ」「歩道の整備」配慮(B-⑤) 

⑤出身地居住に配慮(B-⑤) 

⑥手頃な価格の住宅を要望(A-③) 

⑦長洲町に愛着を感じている人々に配慮(B-③) 

⑧小児医療施設と小児医療助成(B-⑥) 

⑨買い物施設や個店の利便性確保(B-⑦) 

⑩住宅情報の充実(A-⑧) 

⑪ファミリー向け賃貸住宅の供給(B-①) 

２． ライフステージからの課題 

○ 若年層の居住志向は転居を伴い、より良い住環境の取得志向 

○ 中高年層の居住志向は、転居を伴わないコミュニティを維持する良質な住環

境志向 

３． 定住化に向けた課題 

A.長洲町に新しく住むための条件・課題 

①子育て世代が安価で住める住宅の供給 

②便利な子育て施設や教育環境の充実 

③町内就業者の需要に応じた住宅の供給 

④交通利便性向上による交流人口増 

⑤駅周辺等の利便性を活用した住宅の供給 

⑥新しい町営住宅の供給 

⑦高度情報化社会に対応した情報環境の整備 

⑧長洲町で生活するための暮らしの情報発信の充実 

 

B.長洲町に住み続けるための条件 

①子育て世代が安価で住める住宅の供給 
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②女性が働きながら子育てできる子育て環境の整備 

③高齢者が住み続けられる高齢者にやさしい環境の整備 

④親世帯、子世帯が近居しやすい仕組みの整備 

⑤閑静で緑豊かな住宅環境の維持 

⑥小児医療の充実 

⑦生活関連施設の充実 

目標 

＜基本目標＞ 

「“住みたい”・“住み続けたい”暮らしができるまち」 

～人口 16,000 人以上を目指して～ 

コンセプト 

(１) 住みたい 

「未来へ向けて「まちの財産」を継承する住まいの環境づくり」 

(２) 住み続けたい 

「長洲らしさを 大限に発揮する住まいの環境づくり」 

(３) 暮らしができる 

「誰もが豊かで快適な暮らしができる住まいの環境づくり」 

基本方針・定住化施

策のテーマ 

①住宅の供給 

◆良質で安全な町営住宅の提供 

・町営住宅の整備 

・町営住宅跡地の活用 

②住宅･住宅地の供給 

◆快適な住まいの確保をサポートする制度・支援の充実 

・住宅取得・リフォームの支援 

・空き家の有効活用 

・新エネルギー導入の支援 

◆住宅取得層のニーズに沿った魅力ある新たな住宅地の形成 

・定住化促進の受け皿づくり 

・住宅地周辺の適正な住環境形成 

・適切な民間開発の規制・誘導 

③住宅環境の整備 

◆住宅取得層のニーズに沿った魅力ある新たな住宅地の形成 

・定住化促進の受け皿づくり 

・住宅地周辺の適正な住環境形成 

・適切な民間開発の規制・誘導 

④子育て環境の整備 

◆安心して子どもを育む子育て・教育環境の充実 

・出産・子育てサポートの充実 

・保育サポートの充実 

・特色ある教育への取り組み 

⑤教育環境の整備 

◆安心して子どもを育む子育て・教育環境の充実 

・出産・子育てサポートの充実 

・保育サポートの充実 

・特色ある教育への取り組み 

⑥交通利便性の向上 

◆町の顔としての交通拠点の形成 

・海の玄関口としてのみなとづくり 

・交通拠点の相互連携 
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⑦高齢者にやさしい環境の整備 

◆身近で便利な生活関連施設の充実 

・長洲駅周辺のまちづくり 

◆誰もが安心して便利に生活できるサービス・環境の充実 

・地域公共交通の充実 

・暮らしにおける移動の支援・サービスの提供 

・通信基盤の整備 

⑧みんなで暮らしやすい環境の整備 

◆身近で便利な生活関連施設の充実 

・長洲駅周辺のまちづくり 

◆誰もが安心して便利に生活できるサービス・環境の充実 

・地域公共交通の充実 

・暮らしにおける移動の支援・サービスの提供 

・通信基盤の整備 

◆地域の活力・交流を引き出す場所・機会の充実 

・新たな雇用の場の創出 

・独身男女の出逢いの場の提供 

⑨情報環境の整備 

◆長洲で暮らす魅力のＰＲの充実とイメージアップ 

・まちの魅力のＰＲとイメージアップ 

・定住化に関する情報・サービスの提供 

⑩暮らしの情報発信の充実 

◆長洲で暮らす魅力のＰＲの充実とイメージアップ 

・まちの魅力のＰＲとイメージアップ 

・定住化に関する情報・サービスの提供 

重点化施策 

○出町地区整備構想（歴史と文化の薫るまちの再生プロジェクト） 

○一ノ割地区整備構想（進行市街地の適正な誘導を図るまちづくり） 

○溿の上地区整備構想（駅前地区のニュータウン形成による未来のまちづく

り） 
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（４）長洲町営住宅長寿命化計画（平成 25 年 3月） 

平成 25 年 3 月に策定された「長洲町営住宅長寿命化計画」において、住まいづくり

に係る事項は次のとおりです。 

町営住宅の現況及び

問題点 

① 適な目標管理戸数の確保 

・長洲町の町営住宅を見直し、 適な目標管理戸数を定め、無駄のない効

率的な管理に努める。 

②老朽化した住宅の更新による良質なストックの形成 

・耐用年を経過した老朽住宅が全体の 1/4 程度存在し、また今後 10年間に

耐用年数に達する住宅が同程度存在しており、全体の半数程度が近年中

に老朽化することが懸念される。それらの住宅を更新し、良質で長く使

い続けることができるストックを形成することが必要である。 

・現在の住宅のうち、間取り、設備などについて現在の居住水準に合って

いない住宅が存在する。これらの居住環境を向上させ、必要に応じて管

理コストを縮減させた効率のよい管理手法が求められる。 

③予防的保全な修繕や設備等の改善による既存ストックの長寿命化 

・予防保全的な修繕・改善を行うことにより、町営住宅を長く使用するこ

とが求められる。 

・長寿命化を実現するために、定期的な点検と修繕・改善の仕組みや体制

を整えることが必要である。 

④周辺環境に配慮しつつ、町として居住の安定を確保する 

・低所得世帯、高齢者、障がい者など居住の安定を図る必要がある世帯の

増加に配慮した町営住宅の供給に努める。 

・町営住宅以外の民間賃貸住宅等への住替ができない地域については、現

在の住宅ストックの活用により、定住環境を維持することが必要である。

⑤若い世帯や高齢世帯の居住ニーズに対応した町営住宅の供給 

・現在の居住者のニーズに即した多様な住戸プランの供給による団地コミ

ュニティの維持・形成を図る必要がある。 

・近年増加する高齢単身・高齢２人世帯、あるいは母子・父子世帯に対す

る居住支援のあり方の検討と、既存住宅のバリアフリー化の推進を行う

ことが求められる。 

⑥市街地環境の向上や定住促進などまちづくりと連動した町営住宅の供給・

更新 

・建替や改善にあたっては、地域の住環境との調和や補完・連携を図り、

向上に努める。 

・定住促進に向けた住宅の確保に努める。 

⑦財政的に負担の少ない町営住宅の更新・改善 

・町営住宅の更新にあたっては、財政負担の軽減に配慮するとともに、計

画期間を定め、年度ごとの事業量（建替戸数、改善戸数、事業費）の平

準化を図る必要がある。 
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長寿命化の基本方針

１．ストックの状態の把握及び日常的な維持管理の方針 

①管理する町営住宅の整備・管理データ及び修繕履歴データを住棟単位で

整備する。 

②過去の点検や対応の履歴等を記録することで、随時確認できる仕組みを

整備する。 

２．長寿命化及びライフサイクルコストの縮減に関する方針 

①対症療法型の維持管理から予防保全的な維持管理の実施、及び耐久性の

向上等を図る改善の実施により、町営住宅ストックの長寿命化を図る。 

②仕様のアップグレード等による耐久性の向上、予防保全的な維持管理の

実践による修繕・建替周期の延長などにより、ライフサイクルコストの

縮減を図る。 

③修繕標準周期に先立つ点検を充実し、建物の老朽化や劣化による事故等

を未然に防ぐとともに、修繕や改善の効率的な実施につなげる。 

④建替にあたっては、維持管理のしやすさに配慮した設計・施工を行うと

ともに、長期使用に対応できる仕様を採用する。 

目標管理戸数 前浜団地用途廃止後の 124 戸とする。 

町営住宅の建替計画

の実施方針 

①一定の需要が継続的に見込める団地については、耐用年限及び実際の老

朽度を勘案しつつ、建替を行う。 

②建替にあたっては、仮設住宅を含む入居者の居住の安定に配慮し適切な

住替先の確保を図るものとする。 

③集約化が可能な敷地においては、まとまった敷地規模・戸数を確保する

ことを基本とし、効率的な維持管理に努めるものとする。 

④集落によっては町営住宅が借家の主要な役割を担っていることを踏ま

え、建替後の供給戸数については長期的視点、地域振興の視点をもって

慎重に検討する。 

⑤今後の建替にあたっては、これまで以上に長期間の使用に対応できる構

造、工法、仕様を採用することとする。 

⑥住宅セーフティーネットの状況とともに、配置のバランスに考慮し、必

要と認められる場合は、町営住宅の空白地域への移転建替・新規供給等

も含めた検討を行う。 

長寿命化のための維

持管理計画 

（団地別整備方針）

団地名 整備方針 整備計画 

平原団地 移転建替事業を行う。 移転建替 

前浜団地 － － 

井樋内団地 
長寿命化を図りながら、維持管理

を行う。 
維持管理 

新山団地 
長寿命化を図りながら、維持管理

を行う。 
維持管理 
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（５）長洲都市計画区域マスタープラン（平成 24年 3月） 

平成 24 年 3 月に策定の「長洲都市計画区域マスタープラン」において、住まいづく

りに係る事項は次のとおりです。 
 

都

市

計

画

の

目

標 

都市づくりの

基本理念 

【将来像】 

みんなの力で、夢・希望・活力・安全・安心のあるまち 

【都市づくりの基本目標】 

○未来を拓く人づくりを目指す夢のあるまち 

○人と人とが支え合う希望のあるまち 

○地域の資源を活かす活力のあるまち 

○安心して生活できる安全のあるまち 

○快適な暮らしができる安心のあるまち 

○みんなとともに未来へつなぐ協働のあるまち 

地域毎の 

市街地像 

【将来都市像】 

市街地は、長洲町役場周辺に広がる既成の市街地を位置づけ、集約型都市構造を

形成していく。また、田園居住エリアとして、農業ゾーン内に形成されている住宅

地や農業集落を位置づける。 

【地域（ゾーン）ごとの将来像】 

＜中心拠点＞ 

長洲町役場を中心とした地域を中心拠点として位置づけ、商業・業務、教育・

文化、情報発信等の都市機能の集積を図り、利便性の高い機能的な中心ゾーンの

形成を図る。 

＜交流拠点＞ 

長崎～熊本～大分を結ぶ観光ルートの中継点にある長洲港周辺を交流拠点とし

て位置づけ、周辺道路網の充実を図り、効率的で機能的な交通結節点の形成を促

進する。 

＜市街地ゾーン＞ 

中心拠点に近接して形成される店舗、住宅を主とした都市的土地利用がされて

いる地域を本区域の市街地ゾーンとして位置づけ、生活利便性の高い住宅市街地

として、良好な住環境の維持、増進を図る。 

＜田園居住エリア＞ 

用途地域外の区域における主要な集落を田園居住エリアとして位置づけ、歴史

や文化、現在の集落形態等の地域特性に配慮した生活環境の整備を図る。 

各種の社会課

題への対応 

①少子・高齢化への対応 

②地球温暖化をはじめとする環境問題への対応 

③都市における自然環境保全への対応 

④社会的な交流・連携への対応 

⑤都市防災への対応 

⑥安全・安心に暮らせる地域づくりへの対応 

都市計画区域

の広域的位置

づけ 

本区域における都市計画のあり方としては、定住ゾーンとして荒尾市、玉名市、大

牟田市との連携を図っていくものとする。また、九州自動車道や九州新幹線、鹿児島

本線といった九州の縦軸と、長崎方面への横軸の結節点として、長洲港を中心とした

海の玄関口としての機能の向上と道路網の整備を推進する。 
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都

市

計

画

の

目

標 

【市街地像図】 

 

                    この図面は、おおむねの位置、広がりを示している。 

主
要
な
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針 

土地利用 

に関する 

主要な都 

市計画の 

決定の方 

針 

【主要用途の配置の方針】 

＜商業・業務地＞ 

沿道型商業サービスや行政機能の集積する役場周辺の既成市街地に、本区域の商

業・業務地を配置する。 

本区域の消費活動は、荒尾市、大牟田市、福岡市等へ流出している傾向にあるが、

日常生活を支援する商業・業務地としての利便性を高めるために、歩行者空間を整

備する。 

＜住宅地＞ 

商業・業務地の周辺に位置する既成市街地に中密度住宅地を配置する。中密度住

宅地では、比較的密度の高い市街地形態を維持しつつ、良好な居住環境の維持・誘

導を図るため、中層共同住宅への建替えを促進するなど、位置的な利便性を活かし、

安全で機能的な市街地への更新に努める。 

農業ゾーンに接する市街地内の外縁部に低密度住宅地を配置し、良質な戸建て住

宅地の形成を図る。 
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（６）新世紀タウンながす・まちづくり構想（平成 15年 3月） 

平成 15 年 3 月に策定された「新世紀タウンながす・まちづくり構想」において、住

まいづくりに係る事項は次のとおりです。 
 

都

市

計

画

の

目

標 

整備の 

基本テーマ

■新世紀タウンながす 

「未来を予感させる、自然豊かな田園都市」 

≪水・緑・文化の創造と快適な住宅供給≫ 

整備の 

基本方針 

①安全で快適な様々な住宅供給の都市づくり 

・住宅地需要を基本とした活力ある都市づくりの推進。 

・快適な市街地形成のための道路、公園、上下水道等の生活基盤整備と、安全

な市街地形成のための水害対策整備を行った新規住宅供給。 

・ライフスタイルに応じた住宅タイプや、環境と調和を考慮した段階的なスケ

ジュール検討による住宅供給の推進。 

・駅や公共公益施設に徒歩で移動が可能な地区への公営住宅の配置、整備が重

要。 

②観光資源を活かした交流施設整備 

③健康づくりを促進する交流施設の整備 

・多数・多頻度型のスポーツ（ソフトボール、野球、サッカー、グラウンドゴ

ルフ場）や屋内スポーツに対応できる施設の整備を促進。 

・金魚と鯉の郷広場、新塘緑地、浦川導水路、菜切川、有明海等の緑や水辺を

活かした水と緑のネットワーク化の推進。 

・花と緑やユニバーサルデザインを基本として道路や駅前広場を整備。 

④交通結節機能及び連携機能強化の整備 

・駅前広場の再整備と新規駐車場の整備（交通安全を考慮しながら駐輪施設、

バス、タクシーとの一体的な整備の検討）。 

・一ノ割地区から駅へのアクセスルートの確保（歩行者や自転車を対象とした

浦川導水路の橋梁）。 

整備の 

基本方針 

まちづくりのポイント 

○長洲駅と役場周辺を中心とした地域の住宅供給地の整備を基本とする土地

利用計画を推進する。 

○地域の居住地としての魅力を高めるため、商業機能からアメニティ機能、行

政機能等様々な都市機能が集積する利便性の高い都市構造を目指す。 

○少子高齢社会に対応する住みよいまちを目指し、統合保育所、統合中学校、

町営住宅等の整備及び公共施設のユニバーサルデザインを積極的に推進す

る。 

○住宅供給にあたっては地権者の宅地化意向を考慮し、段階的な土地利用に努

める。 

○人口定着への対応、地区の魅力向上等のために商業施設の集積を図る。 

○人々を惹きつけるまちを目指し、観光資源を活かした交流施設並びに健康づ

くりを促進する交流施設として金魚と鯉の郷広場、総合スポーツセンターの

充実と、駅周辺から長洲駅・海岸線、新塘線等を経由し、スポーツセンター

に至る遊歩道を配置し、交通施設、居住地との連携を強化する。 
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基

本

構

想 

【地区毎の基本構想】 

  

①一ノ割地区

【基本方針】優良な居住空間の創出

・優良な住宅地として宅地化を促

進するために、道路、公園等の

基盤施設の整備を推進。

②長洲駅周辺地区

【基本方針】駅を中心とした交通施設の総合整備

・駅に近接する一ノ割地区や建浜岩原・溿の上地区

等への居住促進のため、鉄道施設の利便性向上。

・鉄道利用の利便性向上を目的に駅前広場、アクセ

ス道路等、駅とその周辺を総合的に整備し、広域

交通拠点を形成。

③建浜岩原・溿の上地区 および

④役場東側地区

【基本方針】開発候補地の創出

（需要に合わせた段階的な宅地化）

・保育園、医療施設（耳鼻科、眼科等）、

町営住宅、商業施設等の公共・公益施設

を整備し、生活に必要な様々な都市機能

が集う生活拠点を形成。

・より利便性の高い幹線道路沿道から、宅

地化の需要や地権者の意向にあわせた

段階的な宅地化を可能とする基盤整備

を検討。

⑤役場周辺地区

【基本方針】行政の中心地としてのまちづくり

・中道児童公園等の水路への鯉の放流、体育館

の体育機能の保持や機能を高めるリフォー

ムにより再活用等によって、行政機能と交流

機能を兼ね備えた行政・交流拠点を形成。

⑥新塘地区 および

⑦スポーツセンター周辺地区

【基本方針】人々を惹きつける観光・レクリエーシ

ョン拠点の形成

・観光レクリエーション機能強化により町の魅力

を図るため、各施設の内容の充実と、「金魚と鯉

の郷広場」「総合スポーツセンター」「有明海」

の連携強化による相乗効果の発揮。
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基

本

構

想 

【新世紀タウンながす まちづくり構想図】 
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（７）長洲町建築物耐震改修促進計画（平成 25年 2月） 

平成 25 年 2 月に策定された「長洲町建築物耐震改修促進計画」において、住まいづ

くりに係る事項は次のとおりです。 
 

建
築
物
の
耐
震
化
の
目
標 

住宅 ・平成 27年度に新耐震基準に適合する住宅の割合を 90％にすること 

特定建築物

及び防災拠

点 

・特定建築物については、公共民間を問わず国の基本方針と同様に平成 27年度

に耐震化率を 90％にすること 

・町が所有する公共建築物の耐震化については，積極的に取り組むこととし、

特に、防災拠点施設となる建築物や福祉施設等については、耐震化を優先的

に取り組むこと 

※1【特定建築物】 

特定建築物とは、学校・体育館・病院・劇場・百貨店など多数の者が利用する一定の規模

以上の建築物や、石油類などの危険物を一定数量以上扱う建築物、地震によって倒壊した場

合にその敷地に接する道路の通行を妨げ、避難及び救助活動を困難とするおそれのある建築

物の所有者は、耐震診断を行い必要に応じて耐震改修を行うよう努めなければならないとさ

れています。 

このような特定建築物が倒壊した場合、甚大な被害をもたらすおそれがあることから、重

点的に耐震化を促進します。 

建
築
物
の
耐
震
化
を
促
進
す
る
た
め
の
施
策 

１．建築物の耐震化を促進するための施策 

(1) 住宅・建築物の耐震化を促進するためには、住宅・建築物の所有者等が自発的・主体

的に取り組むことを基本としながら、行政は所有者等の役割を支援する観点から、県

との適切な役割分担により、民間建築物の耐震化の促進を図るための政策を展開しま

す。 

(2 )建物の用途や立地条件による緊急性及び公益性等に配慮した耐震化の促進施策を展開

します。 

(3) 町有建築物で、防災拠点として重要な役割を果たす建築物や福祉施設等においては、

地震被災時に避難、救護、復旧活動の拠点となる重要な施設であることから、優先的

に耐震化を図ります。 

(4) 避難路等沿道の住宅・建築物等は、大規模地震の発生後、倒壊して避難路等を閉塞す

ることがないよう、耐震化の促進を重点的に図ります。 

２．耐震化を促進するための支援 

３．地震時の建築物の総合的な安全対策 

(1) エレベーターの地震対策 

(2) 屋外広告物、ガラス、外壁材、天井等の落下防止対策 

(3) ブロック塀の安全対策 

４．地震発生時に通行を確保すべき道路 

(1) 避難路等の沿道建築物の耐震化の促進 

(2) 緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化の促進 

(3) 避難路等・広域避難地周辺の不燃化の促進 
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２．長洲町営住宅入居者アンケート意向調査結果 

（１）意向調査の概要 
① 調査目的 

本調査は、町営住宅の適正な維持・管理に向けて、今後どのようにストックを活用

していくか、団地入居者の意向を把握するため調査を実施したものである。 
 

② 対象・時期 

平成24年11月現在で町営住宅に入居している世帯を対象としてアンケート形式に

よる調査を行った。 
 

③ 配布対象 

活用手法 概  要 

配布対象 町営住宅入居全世帯（うち、移転対象団地を除く。） 

調査期間 平成 24年 11 月 26 日に配布、12月 6日～11 日に回収 

配布部数 118 部 

回収部数（回収率） 101 部（85.6％） 

 
④ 配布先一覧 

団地名 建設年度 構造 棟数 戸数 配布部数 備考 

平原団地 S41～43 簡平 7 20 17  

前浜団地 S27～29 木平 7 10 ―  

井樋内団地 S51～54 簡２ 6 34 32  

新山団地 S47～49 簡２･中耐４ 6 70 69  

 合 計  26 134 118  

 
⑤ 回収状況 

配布したアンケートの回収率は 85.6％であった。団地毎の回収率は、下表のとお

りである。 

団地名 管理戸数 配布部数 回答部数 回収率 構成比 

平原団地 20 17 12 70.6% 14.4%

前浜団地 10 0 - - -

井樋内団地 34 32 27 84.4% 27.1%

新山団地 70 69 58 84.1% 58.5%

不明 - - 4 - -

総計 134 118 101 85.6% 100%

無回答 - - 17 - -
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（２）意向調査の結果分析 
① 世帯の状況 

アンケートに回答したうち、60 歳以上が 57.4％となっている。単身者と 2 人暮ら

しの方が 60.4％、単身と夫婦のみで 46.6％、父子又は母子 21.8％、世帯内の高齢

者(65 歳以上)がいると答えた方が 40.6％となっている。また、世帯内の障がい者、

要介護者がいる世帯は、それぞれ 25.7％、6.9％となっている。 

 

    

    

    

29歳以下
2.0%

30歳代

12.9%

40歳代

9.9%

50歳代

16.8%60歳代

26.7%

70歳以上

30.7%

不明
1.0%

＜契約者の方の年齢＞

1人
31.7%

2人

28.7%

3人
22.8%

4人
7.9%

5人
5.0%

6人
4.0%

＜同居家族の人数＞

単身（独

り暮らし）

31.7%

夫婦のみ

14.9%

夫婦＋子

供

25.7%

夫婦＋子

供＋親

1.0%

父子又は

母子

21.8%

その他

2.0%

不明

2.9%

＜世帯の種類＞

いる
40.6%

いない
58.4%

不明
1.0%

＜世帯内の高齢者（65歳以上）の有無＞

いる
25.7%

いない
73.3%

不明
1.0%

＜世帯内の障がい者の有無＞

いる
6.9%

いない
92.1%

不明
1.0%

＜世帯内の要介護者の有無＞
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② 居住の状況 

居住年数は、10 年以上住んでいる方が 58.4％と半数以上を占めており、入居の理

由としては「以前住んでいた住宅の家賃が高かったため」が 33.7％で一番多い。 

現在の住宅評価では「日当たりや風通し」の評価が一番高く、町営住宅の立地が

良いと考えられるが、「痛み具合や汚れ、雨漏りなど」の対策の評価が一番低く、全

体的に建物や設備面での評価が低い。 

居住継続の意向について、「今の状態のままで、今後も住み続けたい」が 32.7％、

「今の状態が改善されれば、今後も住み続けたい」が 38.6％であり、居住環境が改

善されれば町営住宅の需要は高まると考えられる。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

5年未満
15.8%

5年以上

10年未満
15.8%

10年以上

15年未満
9.9%15年以上

20年未満
9.9%

20年以上

30年未満
16.8%

30年以上
21.8%

不明
9.9%

＜居住年数＞

以前住ん

でいた住

宅の家賃

が高かっ

たため
33.7%

他の世帯

と同居し

ていて生

活上不便

だったた

め
14.9%

結婚を機

に入居し

た
11.9%

家族が増

えたため
5.0%

以前住ん

でいた場

所が通

勤、通学

に不便

だったた

め
3.0%

その他
18.8%

不明
12.9%

＜入居理由＞

0

1

2

3

4満足している

まあ満足している

どちらともいえない

多少不満がある

非常に不満がある

＜現在の住宅評価＞

いずれは

引っ越し

たい
5.0%

引っ越す

予定があ

る
1.0%

分からな

い
20.8%

不明
2.0%

＜居住継続の意向＞

今の状態が改善されれ

ば、今後も住み続けたい

38.6％

今の状態のま

まで、今後も住

み続けたい

32.7％
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③ 建替・改善等の意向、理由 

建替・改善等の意向としては、「改修（リフォーム）などにより悪いところを直す

程度でよい」が 41.6％、「今のままでよい」が 19.8％となっている。一方、「今のま

までよい」の理由については、「家賃が上がるから」と答えた方が 50.0％と半数を

占める。 

なお、「家賃が高くなっても建て替えて欲しい」の回答者（26.7％）の建替希望の

理由は、「駐車場の確保」が 24.6％、「団地全体の火災や地震に対する防災性向上」

が 23.2％と多く、「住宅の面積や間取りの増加」が 20.3％となっている。 

 

     
 

      
 

今のまま

でよい

19.8%

不明
11.9%

＜建替・改善等の意向＞

家賃が高く

なっても建て

替えて欲しい

26.7％

改修（リフォーム）などに

より悪いところを直す程

度でよい

41.6％

家賃が上

がるから
50.0%

現状で満

足してい

るから
37.5%

その他
12.5%

＜「今のままでよい」の理由＞

20.3%

14.5%

7.2%

2.9%

24.6%

23.2%

0.0%

7.2%

-10% 10% 30% 50%

住宅の面積や間取りの増加

住戸内や団地内の階段等の手すりや段差の解消

福祉施設の併設など高齢者等への配慮

敷地内への公園の併設

駐車場の確保

団地全体の火災や地震に対する防災性向上

特に希望はない

その他

＜建替希望の理由＞


